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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注） １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。 

 ２．第15期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を

受けておりますが、第14期の財務諸表については監査を受けておりません。 

 ３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月 

売上高 （千円） 10,287,016 11,370,593 12,149,586 12,818,776 13,568,320 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） 173,160 357,536 335,885 332,979 △114,414 

当期純利益又は当期純損失

（△） 
（千円） 106,075 163,173 162,536 161,386 △162,158 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 450,000 450,000 450,000 594,500 594,500 

発行済株式総数 （株） 9,000 9,000 9,000 31,000 31,000 

純資産額 （千円） 857,276 984,949 1,087,036 1,596,803 1,362,144 

総資産額 （千円） 2,756,143 3,154,618 3,381,899 3,968,960 3,923,490 

１株当たり純資産額 （円） 95,252.92 108,722.21 120,024.09 51,371.08 43,940.15 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当

額） 

（円） 
3,500.00 

(－)

6,000.00 

(－)

6,000.00 

(－)

2,200.00 

(－)

2,200.00 

(－)

１株当たり当期純利益金額

又は１株当たり当期純損失

金額（△） 

（円） 11,786.17 17,413.73 17,301.88 5,757.27 △5,230.94 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 31.1 31.2 32.1 40.2 34.7 

自己資本利益率 （％） 12.69 17.71 15.69 12.03 △10.96 

株価収益率 （倍） － － － 56.28 － 

配当性向 （％） 29.70 34.46 34.68 38.21 － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 59,475 △19,948 191,761 43,783 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △141,834 △122,545 △322,997 △220,101 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 44,344 57,560 235,837 126,767 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） － 198,137 113,203 217,804 168,253 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

93 

(124)

87 

(132)

94 

(171)

117 

(207)

121 

(217)



 ４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

 ５．第15期から１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期

 純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適

 用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

 ６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 ７．第14期から第16期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録のため記載しておりません。

 ８．従業員数の（ ）書きは、臨時従業員数の年間平均人員を外書で記載しております。 

 ９．当社は、平成16年10月20日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

１０．第18期は当期純損失のため、株価収益率、配当性向は記載しておりません。 



２【沿革】 

 （注）１．平成16年４月１日の電気通信事業法改正に伴い、電気通信事業者に対する第一種、第二種の区分は廃止され

ております。 

２．電話機レンタル、無線呼出サービス（ポケットベル）の代理店業務、および市外電話サービスの取次に関す

る事業は、現在行っておりません。 

年月 事項 

昭和63年６月 ・電話回線の利用権および通信機器のレンタルを目的として「日本テレホン株式会社」を設立 

・電話加入権および電話機レンタル事業を開始 

・日本電信電話株式会社と販売パートナー契約を締結 

昭和63年11月 ・三井物産株式会社との業務委託契約により、関西テレメッセージ株式会社の無線呼出サービス

（ポケットベル）の代理店業務開始、以後各地域別に代理店事業を開始 

平成２年６月 ・首都圏への本格進出に伴い東京支店（現 東京本社）を開設 

・三井物産株式会社との業務委託契約により、日本移動通信株式会社の移動体通信機器および付帯

サービスの取扱を開始し、以後順次各第一種電気通信事業者の取扱契約を締結 

・携帯電話レンタル事業を開始 

・市外電話サービスの取次事業を開始 

平成５年２月 ・電話加入権販売事業を開始 

平成５年８月 ・株式会社ツーカーホン関西と代理店基本業務委託契約を締結 

（その後、各第一種電気通信事業者との契約を順次締結） 

平成５年９月 ・本社を大阪市北区芝田から大阪市北区梅田に移転 

平成６年４月 ・携帯電話機器の売切り制導入に伴い、携帯電話販売事業を開始 

平成７年12月 ・簡易型携帯電話（ＰＨＳ）販売事業を開始 

・一般第二種電気通信事業者 届出 

平成10年12月 ・古物商許可取得 

平成11年４月 ・通信費削減ユニット「サイバーポート」を商標登録 

平成13年３月 ・直営店舗が30店舗を突破 

・固定通信サービスの申込が出来るＷＥＢサイト「電話引くドットコム」を開設 

平成15年２月 ・情報通信ショップ（「ｅ‐ＢｏｏｏＭショップ」）の展開を開始 

平成15年５月 

  

平成15年12月 

・本社を大阪市北区豊崎３丁目19番３号 ピアスタワー15階に移転 

・東京支社を東京本社に変更し二本社制とする 

 ・インターネットショッピングサイト「ＲｅＢｏｏｏｏＭショップ」を楽天市場に出店 

平成17年２月 ・東京本社を東京都渋谷区代々木から東京都新宿区西新宿３丁目２番４号 新和ビル２階に移転 

平成17年４月 ・ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成17年12月 ・（財）日本情報処理開発協会によるプライバシーマークの取得審査に合格し、同マークの使用認

定を受ける（認定番号：第Ａ５８００１２（０１)号） 

平成18年４月  ・「ＲｅＢｏｏｏｏＭ」インターネット通販事業を廃止 



３【事業の内容】 

 当社の事業内容は、携帯電話等の移動体通信端末の販売を中心とする移動体通信関連事業、電話加入権等の固定電

話サービスの取扱いを中心とする固定通信関連事業およびインターネット通販事業を中心とするその他の事業となっ

ております。 

(1)移動体通信関連事業 

 当事業は、大きく分けて移動体通信サービスの利用申込取次業務と移動体通信端末販売業務の２つから成り立

っております。移動体通信サービスの利用申込取次業務とは、当社と移動体通信事業者または１次代理店と締結

している代理店契約に基づき、ユーザーに対して各移動体通信事業者が提供する通信サービスの利用申込の取次

ぎを行う業務であり、移動体通信端末販売業務とは、ユーザーが利用申込した通信サービスの提供を受けるため

の移動体通信端末を販売する業務のことをいいます。 

 当社は、移動体通信事業者または１次代理店から移動体通信端末を仕入れ、ユーザーからの移動体通信端末を

使用するための移動体通信サービスの利用申込を移動体通信事業者に取次ぎ、ユーザーへの移動体通信端末の販

売を行っております。 

 当社は、ユーザーからは移動体通信端末代金を、移動体通信事業者等からは取次いだ利用申込の成立に応じて

販売手数料等を収受しております。移動体通信端末の販売チャネルとしては、主として当社が直接運営する「直

営店」および当社と業務委託契約を締結している「業務委託店」があり、不特定多数の顧客に販売しておりま

す。また、直営店には複数の移動体通信事業者の商品およびサービスを取扱う「総合ショップ（注１）」と、特

定の移動体通信事業者の商品およびサービスを取扱う「専売ショップ（注２）」があり、専売ショップにおいて

は移動体通信事業者の既存顧客に対するアフターサービスの業務も行っております。 

 なお、当事業におきましては、ユーザーに対して仕入価格を下回る販売価格で端末を販売しておりますが、当

社が取次ぐ利用申込の成立に応じて受取る販売手数料等を原資として利益を確保しております。 

（注１） 総合ショップには、全ての移動体通信事業者の商品および電話加入権等を取扱う「日本テレホンショッ

プ」と、これらの商品群に加え、固定通信サービスの取扱いを強化し、ゲーム機器・ゲームソフト等の

その他の商品を取扱う「ｅ-ＢｏｏｏＭショップ」があります。 

（注２） 専売ショップには、「ドコモショップ」、「ボーダフォンショップ」および「ａｕショップ」等があり

ます。 

［移動体通信端末の流通ルート］ 

 ［販売手数料等の種類］ 

（注）その他、アフターサービスに対する手数料等があります。 

種類 内容 

基本手数料 端末販売台数等に応じて受取る手数料 

  基本インセンティブ 機種にかかわらず、端末を販売するごとに受取る手数料 

数量インセンティブ 販売台数に応じて基本インセンティブに加算される手数料 

特別インセンティブ 
機種別や店舗別に設定された目標販売台数をクリアすること等、上記インセンティブに該当し

ない要因で受取る手数料 

継続手数料 
自社経由で販売された端末ユーザーが携帯電話事業者に支払う基本料金および通話料に応じた

手数料 



移動体通信関連事業における事業系統図は、次のとおりです。 

(2) 固定通信関連事業 

 当事業は、電話加入権が不要になった不特定多数の顧客から電話加入権を買取り、これを必要な顧客に廉価で

販売する事業であります。販売に関しましては、当社直営店のWEBサイト（http://www.denwa-hiku.com）だけで

なく、家電量販店等と申込取次契約等を締結し全都道府県にわたる販売網を構築しております。電話加入権があ

れば電話回線はＮＴＴのサービス地域なら全国どこでも設置でき、中古回線といえども権利を譲渡するだけです

ので商品が劣化する恐れはありません。不要になった電話加入権を売りたい人、必要になった電話加入権を買い

たい人が、「便利に、円滑に、安全に」取引できる仕組みを確立しております。 

 また、ＮＴＴ地域会社（東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社）、ＮＴＴコミュニケーショ

ンズ株式会社、およびＮＣＣ系固定通信事業者（注３）等の電気通信事業者と代理店契約等を締結しており、電

話加入権を販売する際にお客様から付加サービス（キャッチホン、ナンバーディスプレイ等）やマイライン登

録、ＡＤＳＬ等の取次を行うことにより、取次手数料を得ることができる仕組みとなっております。 

 最近におきましては、ＦＴＴＨ（注４）、直収電話サービス（注５）等の電話加入権料を不要とする固定通信

サービスが増加しており、これらの新しい固定通信サービスを提供する固定通信事業者と代理店契約等を締結す

ることで、当該固定通信サービス申込の取次を行うことにより、前述と同様に取次手数料を得ることができる仕

組みとなっております。 

 （注３） ＮＣＣ系固定通信事業者とは、日本テレコム株式会社等昭和60年に電気通信事業が自由化されて以降新

しく第一種電気通信事業に参入した事業者をいいます。 

 （注４） ＦＴＴＨとは、「Ｆｉｂｅｒ Ｔｏ Ｔｈｅ Ｈｏｍｅ」の略で各家庭に光ファイバーを直接引き込み、

高速の通信環境を提供するサービスをいいます。 

 （注５） 直収電話サービスとは、ＮＣＣ系固定通信事業者がＮＴＴ地域会社から電話の加入者線設備自体を借受

け、基本料金を含む全ての電話サービスをＮＣＣ系固定通信事業者にて提供するサービスをいいま

す。  



固定通信関連事業における事業系統図は、次のとおりです。  

  

(3) その他の事業 

 その他事業では、消費者の低価格志向と環境意識の高まりを背景に、アウトレット商品やリサイクル商品等を

インターネット上におけるＥＣ（エレクトロニック・コマース＝電子商取引）サイトを利用して販売を行うイン

ターネット通販事業（「ＲｅＢｏｏｏｏＭ」ショッピングサイト）を行っております。 

 「ＲｅＢｏｏｏｏＭ」ショッピングサイトは、楽天市場、ヤフー等のインターネットショッピングモールをは

じめ、自社独自のショッピングサイトである「ＲｅＢｏｏｏｏＭ 本店」がインターネット上に開設されてお

り、これらの販売チャネルを主として、家電製品やオーディオ・ビジュアル製品、パソコン、ゲーム機器、ゲー

ムソフト、雑貨等の販売を行っております。 

  また、直営店である「ｅ-ＢｏｏｏＭ ショップ」においても、ゲーム機器、ゲームソフト等の情報・通信に関

連するその他の商品を取扱っております。 

   

  なお、その他の事業のうち、インターネット通販事業につきましては、取扱商品の厳選と当該事業に係わる人

的資源の再配置等、効率化に向けた取組みを積極的に行ってまいりましたが、採算性向上に今後も改善が見込め

ないことから、インターネット通販事業の経営資源を本業である「移動体通信関連事業」および「固定通信関連

事業」に投入することを決定し、平成18年 4月30日をもって当該事業を廃止いたしました。 



４【関係会社の状況】 

  該当事項はありません。 



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 当社では、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。  

 （注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（パート・アルバイト社員、派遣社員）は（ ）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。 

２．従業員数には、契約社員および嘱託社員を含んでおります。なお、当社から社外への出向者はありません。

 （注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（パート・アルバイト社員、派遣社員）は（ ）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 

  

(2）労働組合の状況 

 当社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。  

  平成18年４月30日現在

事業部門別 従業員数 

移動体通信関連事業                          69 （180） 

固定通信関連事業     19 （ 28）  

その他の事業  19 （ 8）  

管理部門  14 （  1）  

合計 121 （217）  

  平成18年４月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

121（217）  31.3 3.76 4,421,768 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度におけるわが国経済は、原油の高騰や円高をはじめとする国際経済の動向等、景気の動向に先行き不

透明な状況にあるものの、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加や雇用環境の改善が見られ個人消費に

も力強さが加わり、全体的に民間需要を中心とした回復の兆しが見えてまいりました。 

 当社の属する通信業界におきましては、移動体通信サービスへの新規加入数は移動体端末機器の普及と共に伸び

率は低下傾向にある一方、移動電話（携帯電話、ＰＨＳを含む）の国内出荷量は、平成17年度（平成17年4月から

平成18年3月まで）において、48,672千台と前年度 44,773千台（平成16年4月から平成17年3月まで）に比べ 3,899

千台（前年度比108.7%）の増加となりました。そのうち第三世代携帯電話の出荷数量は、前年度に比べ 150.7%、

36,882千台となり、出荷台数の側面からも第三世代携帯電話への機種変更需要は堅調に推移いたしました。 

  また、固定通信分野におきましては、通信ネットワークのブロードバンド化を背景として、日本におけるインタ

ーネット利用者のうちＦＴＴＨ、ＤＳＬ（注1）等のブロードバンドの契約数は平成17年12月末時点で 2,236万件

（平成17年９月末時点の同契約数に比べて93万件の増加）となり、インターネット接続サービス契約数の72.6％を

占めるなど、通信環境の高品質化が進むと共に利用者数も増加傾向にあり、ＦＴＴＨやＤＳＬなどを中心とした固

定回線の販売市場が拡大いたしました。 

（注1）DSLとは、「Digital Subscriber Line」の略で、電話線を使って高速なデジタルデータ通信を行う技術をい

います。       

 ※ 1. 上記の移動電話国内出荷実績は、社団法人電子情報技術産業協会ホームページから引用。 

   2. ブロードバンドの契約数は、総務省発表データから引用。  

（移動体通信関連事業） 

 移動体通信関連事業におきましては、移動体通信サービスへの加入者数が平成18年 4月末現在で携帯電

話 92,272千件、ＰＨＳ 4,733千件の合計 97,005千件、普及率にして75.9%（総務省発表の平成18年4月１日現在の

人口概算値12,778万人を分母として算出）に達し、年間契約増加数は移動体端末機器の普及と共に伸び率は低下し

新規加入者数は鈍化傾向にある一方、第三世代携帯電話への移行促進により、機種変更需要は堅調に推移いたしま

した。 

  このような市場環境の中、当社といたしましては、首都圏を中心とした新規出店体制を強化し売上高の拡大と収

益の確保を図るべく、情報通信ショップ「ｅ-ＢｏｏｏＭショップ」を５店舗、専売ショップを１店舗の合計６店

舗を出店いたしました。これらの結果、売上高は携帯電話・ＰＨＳを合わせ11,473百万円(215,061台)と前事業年

度10,030百万円(186,440台)に比べ1,442百万円(前年度比28,621台増)増加、率にして14.4%上回る結果となりまし

た。 

※ 上記の携帯電話およびＰＨＳの加入者数は、社団法人電気通信事業者協会ホームページから引用。 

（固定通信関連事業） 

 固定通信関連事業におきましては、日本におけるインターネットの利用者数が増加傾向にありますが、平成17年

１２月末現在のブロードバンドの累計利用者数では、ＤＳＬの契約数は1,448万件と同年9月末比約66万件増

（4.8％増）に純増数が鈍化する一方で、ＦＴＴＨは464万件と同年9月末比約94万件増（23.6％増）と契約数の加

速が目立ちました。そのような状況の中、当事業の主力である「ＡＤＳＬと電話加入権とのセット販売」の販売数

量は当初の予測を大幅に下回る結果となりました。また、電話加入権の売上単価の低下に加え、電話加入権の在庫

不足による売上・販売数量の低下、ＮＣＣ系固定通信事業者からの直収電話サービスへの加入コンサルティング業

務が受託できなかったこと等により、当初の予測を大幅に下回ることとなりました。この結果、売上高は945百万

円(58,280回線)と前事業年度1,858百万円(79,181回線)に比べ912百万円(前年度比20,901回線減)減少、率にして

49.1%下回る結果となりました。 

（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、インターネット通販事業における大幅な売上増加を想定し、取扱商品の拡大とＷ

ＥＢチャネルの強化に取組み、売上高は1,148百万円と前事業年度929百万円に比べ219百万円増加、率にして23.7%

上回る結果となりましたが、競合他社との価格競争等により利益率は当初の想定を大幅に下回る結果となりまし

た。 

 なお、その他の事業のうち、インターネット通販事業につきましては、取扱商品の厳選と当該事業に係わる人的

資源の再配置等、効率化に向けた取組みを積極的に行ってまいりましたが、採算性向上に今後も改善が見込めない

ことから、インターネット通販事業の経営資源を本業である「移動体通信関連事業」および「固定通信関連事業」

に投入することを決定し、平成18年 4月30日をもって当該事業を廃止いたしました。 



 この結果、当事業年度の経営成績につきましては、売上高は13,568百万と前事業年度に比べ749百万円（前年度

比5.8%増）の増加となりましたが、損益につきましては、インターネット通販事業での利益率が当初の想定を大幅

に下回ったことや比較的利益率の高い固定通信関連事業の売上高の大幅な減少、移動体通信関連事業における新規

出店コストの増加に加え、新ＰＯＳシステムおよび個人情報保護に係るシステム開発投資による減価償却費等、一

般管理費の増加が影響し、経常損失は114百万円（前年同期は経常利益 332百万円）、当期純損失162百万円（前年

同期は当期純利益 161百万円）となりました。 

 なお、事業部門別の売上高の内訳は次表のとおりとなっております。 

事業部門別売上高の内訳 

   （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．その他の事業については、平成17年４月期から内訳を記載しております。なお、平成16年４月期における

その他の商品売上高は141,169千円、その他の手数料収入は187,928千円であります。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当事業年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ49百万円減少

し、168百万円（前事業年度末の現金および現金同等物の期末残高は217百万円）となりました。 

 当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、営業活動の結果獲得した資金は43百万円（前事業年度は191百万円の獲得）となりまし

た。これは主として、税引前当期純損失が161百万円、売上債権の増加が55百万円あったものの、減価償却費の計

上が125百万円、たな卸資産の減少61百万円および、仕入債務の増加170百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は、220百万円（前事業年度は322百万円の使用）となりま

した。これは主として、直営店の新規出店および新ＰＯＳシステム導入による固定資産の取得による支出が256百

万円あり、差入保証金の差入による支出が122百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、財務活動の結果獲得した資金は、126百万円（前事業年度は235百万円の獲得）となりまし

た。これは主として、長期借入金の返済が192百万円あったものの、短期借入金の純増加額が190百万円あり、また

長期借入金の借入れによる収入が100百万円および社債発行よる収入が97百万円あったことによるものです。 

      平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 

      
金 額 
（千円）  

構成比(％) 
金 額
（千円） 

構成比(％) 
金 額 
（千円） 

構成比(％) 

売上高 12,149,586 100.0 12,818,776 100.0 13,568,320 100.0 

  移動体通信関連事業 10,116,623 83.3 10,030,960 78.3 11,473,540 84.5 

    通信機器販売 1,711,745 14.1 1,385,657 10.8 1,423,953 10.5 

    受取手数料収入 8,404,878 69.2 8,645,302 67.5 10,049,586 74.0 

  固定通信関連事業 1,703,864 14.0 1,858,648 14.5 945,806 7.0 

    電話加入権販売 1,461,277 12.0 1,100,506 8.6 410,193 3.0 

    受取手数料収入 242,587 2.0 758,141 5.9 535,612 4.0 

  その他の事業 329,097 2.7 929,167 7.2 1,148,974 8.5 

     その他の商品売上高 － － 853,523 6.6 1,134,798 8.4 

     その他の手数料収入 － － 75,643 0.6 14,175 0.1 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当事業年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで

あります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 
第18期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

前年同期比（％） 

移動体通信関連事業 （千円） 9,987,054 117.0 

固定通信関連事業  （千円） 238,270 47.0 

その他の事業    （千円） 929,920 90.0 

合  計  （千円） 11,155,245 110.7 

事業部門別 
第18期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

前年同期比（％） 

移動体通信関連事業 （千円） 11,473,540 114.4 

固定通信関連事業  （千円） 945,806 50.9 

その他の事業    （千円） 1,148,974 123.7 

合  計  （千円） 13,568,320 105.8 

  相手先 

第17期 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第18期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

  株式会社ダイヤモンドテレコム 5,144,115 40.1 4,999,056 36.8 

  ボーダフォン株式会社 1,518,863 11.8 2,042,713 15.1 



３【対処すべき課題】 

 今後の経済見通しにつきましては、米国およびアジアを中心に、世界経済は引き続き成長が予想されるものの、そ

の伸びは鈍化することが懸念されます。また、世界情勢や原油価格の動向、為替の動向など、依然として不透明な状

況にあります。国内においても、景気の回復は緩やかとなり、個人消費の大幅な拡大は見込みがたく、販売競争は、

一層激しさを増していくことが予想されます。 

  このような景況に鑑み以下の事項を今後の課題と考え対処して参りたいと考えております。 

(1）移動体通信関連事業 

 移動体通信関連事業におきましては、携帯電話等の普及率の上昇と市場の成熟化に伴い、移動体通信サービスへ

の新規加入は今後も減少傾向が続くものと思われます。しかしながら、消費者の新商品および高機能端末への買換

需要は依然として強く、買換需要は引続き堅調に推移するものと予測されます。また平成18年11月に予定される

「番号ポータビリティ」により、同一の電話番号をそのままの状態で移動体通信事業者（キャリア）間を横断的に

移動できる新サービスの開始により、今までの同一事業者間での買換需要から、移動体通信事業者全体にわたる広

範囲な買換需要の喚起へと、移動体通信業界は市場の成熟化に伴い大きな変革期を迎えております。   

  当社におきましては、従来からの買換需要に加え、「番号ポータビリティ」による業界全体にわたる広範囲な買

換需要の獲得と減少する新規需要の確実な取込みが、当事業の課題であると認識しております。 

  今後も情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭショップ」の首都圏および関西圏への新規出店を積極的に展開すると

共に、中小の業務委託店との協力関係を再度構築し、通信関連商品および新サービスの取扱いにより新たな顧客を

誘致することで販売シェアを拡大していく方針であります。 

(2）固定通信関連事業 

 固定通信関連事業におきましては、電話加入権料（施設設置負担金）が、平成17年３月１日に72,000円（税別）

から36,000円（税別）に引き下げられ、将来的に廃止される可能性が高いことから、これまで以上に電話加入権の

販売に依存しない収益体制の構築が急務であると考えております。当社は、引き続きＡＤＳＬとのセット販売を中

心とした電話加入権販売を行う一方で、コールセンターにおけるコンサルティング機能を生かし、固定通信事業者

各社が新たにサービスを開始した固定電話サービスである直収電話サービス、今後のブロードバンド市場の本命と

いわれるＦＴＴＨ等の取扱いを強化することで、固定通信に関する総合的なサービス提供事業へと転換を図る方針

であります。 



４【事業等のリスク】 

 以下においては、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考え

られる主要な事項について記載を行っております。また、その他の事項であっても、投資者の判断に重要な影響を及

ぼすと考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示を行っております。 

 当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合においては適切な対応に努める

方針でありますが、投資判断を行われるにあたっては本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した

上で行われる必要があると考えております。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日（平成18年７月28日）現在において当社が

判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

(1）当社の収益構造について 

 当社の事業別の売上高構成は下記のとおりとなっており、売上高全体に占める移動体通信関連事業の構成比が平

成17年４月期で78.3％、平成18年４月期で84.5％と相対的に高いものとなっております。当社では今後、新しいス

トアコンセプトである「ｅ－ＢｏｏｏＭショップ」の出店を強化することや、固定通信関連事業における受取手数

料収入の獲得を伸ばしていくことにより、収益機会の拡大に努める方針でありますが、当面は売上高全体に占める

同事業の売上構成比が高い状態が継続するものと考えられます。当社業績は移動体通信関連事業の業績に大きな影

響を受けており、同事業の業績が悪化した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 一方、利益面から見た場合、移動体通信関連事業は相対的に利益率が低く、固定通信関連事業は相対的に利益率

が高いものとなっており、利益面における移動体通信関連事業への依存度は低下します。また、近年は移動体通信

機器端末の高性能・高機能化等により端末仕入価格が上昇する傾向にありますが、同業者間との競合等の影響によ

り仕入価格の上昇分を十分に販売価格に転嫁しにくい状況となっており、移動体通信関連事業の利益率については

低下する傾向となっております。今後、移動体通信関連事業の利益率の悪化による利益の減少分を他事業の利益の

増加分で補うことができなかった場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．その他の事業については、平成17年４月期から内訳を記載しております。なお、平成16年４月期における

その他の商品売上高は141,169千円、その他の手数料収入は187,928千円であります。 

      平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 

      
金 額 
（千円）  

構成比(％) 
金 額
（千円） 

構成比(％) 
金 額 
（千円） 

構成比(％) 

売上高 12,149,586 100.0 12,818,776 100.0 13,568,320 100.0 

  移動体通信関連事業 10,116,623 83.3 10,030,960 78.3 11,473,540 84.5 

    通信機器販売 1,711,745 14.1 1,385,657 10.8 1,423,953 10.5 

    受取手数料収入 8,404,878 69.2 8,645,302 67.5 10,049,586 74.0 

  固定通信関連事業 1,703,864 14.0 1,858,648 14.5 945,806 7.0 

    電話加入権販売 1,461,277 12.0 1,100,506 8.6 410,193 3.0 

    受取手数料収入 242,587 2.0 758,141 5.9 535,612 4.0 

  その他の事業 329,097 2.7 929,167 7.2 1,148,974 8.5 

     その他の商品売上高 － － 853,523 6.6 1,134,798 8.4 

     その他の手数料収入 － － 75,643 0.6 14,175 0.1 



(2）移動体通信関連事業の運営上のリスクについて 

① 同事業の事業モデルについて 

 当社の移動体通信関連事業では直営店を主たる販売チャネルとして移動体通信機器端末の販売を行っておりま

すが、移動体通信機器端末はメーカーから直接仕入れているのではなく、移動体通信事業者（以下、移動体キャ

リアという。）がメーカーから一括して買い上げ一次代理店に卸しており、当社においては移動体キャリアや一

次代理店から移動体通信機器端末を仕入れております。また、移動体通信機器端末については主に一般消費者に

販売を行っておりますが、移動体通信サービスの申し込み取次ぎにかかる対価として移動体キャリアや一次代理

店から基本手数料や継続手数料等の受取手数料を収受しております。一般的に販売代理店は仕入価格を下回る価

格で移動体通信機器端末を一般消費者に販売しておりますが、移動体通信サービスの加入契約を取り次ぐことに

より移動体キャリアや一次代理店より受取手数料を収受しているため、一連の取引全体としては利益が確保でき

る仕組みになっております。 

② 移動体通信機器端末の値引販売について 

 当社においても移動体キャリアや一次代理店から収受する受取手数料を原資として仕入価格を下回る価格で移

動体通信機器端末を販売しておりますが、受取手数料の料率等の支払条件は移動体キャリアや一次代理店と当社

との交渉で決定されるため、受取手数料収入の売上高は移動体キャリアや一次代理店の手数料政策に影響を受け

ます。また、受取手数料の料率等の支払条件は毎月見直しが行われており、支払条件の変更頻度が高いものとな

っております。 

 業界における一般的な傾向として受取手数料率は近年低下する傾向にありますが、将来において手数料率が現

状よりも引き下げられた場合、当社は利益を確保するため販売価格の引き上げを行う必要があります。しかしな

がら、携帯電話の加入者数は92,272千件を超え、新規加入の需要については鈍化し、競合他社との競合が激化し

ており、価格競争等により手数料率の引き下げ分を十分に販売価格に転嫁することが出来ない可能性があり、利

益率が悪化する可能性があります。また、販売価格を引き上げた場合においては、顧客の購買意欲が減退するこ

とにより販売台数が減少し、売上高が減少する可能性があり、その場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

（注）上記の携帯電話の加入者数は、社団法人電気通信事業者協会のホームページから引用 

③ 手数料体系の変化について 

 受取手数料収入には主に基本手数料と継続手数料とがあり、基本手数料は販売台数等に応じて支払われる手数

料で、販売した時点で売上高に計上されます。また、継続手数料は当社経由で販売された端末のユーザーが移動

体キャリアに支払う基本料金および通話料に応じて支払われる手数料であり、当該ユーザーが契約を継続してい

る間、最長で６年間支払われることとなります。現在の手数料体系はこのようなものとなっておりますが、今後

この手数料体系が変化した場合、場合によっては受取手数料が減少する可能性があり、当社業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

 今後においては第三世代携帯電話サービス（※１）の普及や番号ポータビリティ（※２）の導入が予定されて

おり、機種変更や乗換需要が高まることが期待される反面、番号ポータビリティが導入されること等で移動体キ

ャリアや一次代理店の手数料政策が大幅に変更され、手数料体系が変更されたり手数料率が低下し、当社業績に

悪影響を及ぼす可能性については否定できません。当社は移動体キャリアや一次代理店の手数料体系が変更され

た場合、その手数料体系下で最も効率的に収益を獲得できるよう、販売戦略やビジネスモデル等について検討し

ていく方針でありますが、番号ポータビリティの導入等による移動体キャリアや一次代理店の手数料政策の変化

の方向性や影響を現時点で予測することは不可能であり、また当社がそれに適切に対応できるかどうか、現状で

は不明であります。番号ポータビリティの導入等により、当社の収益構造が大幅に変化する可能性や営業政策の

大幅な変更を余儀なくされる可能性があり、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

※１ 第三世代携帯電話サービス 

ITU（国際電気通信連合）によって定められた「IMT-2000」標準に準拠したデジタル携帯電話サービスの

ことで、高速なデータ通信やマルチメディアを利用した各種のサービスなどが提供されております。 

※２ 番号ポータビリティ 

携帯電話の電話番号を変更せずに移動体キャリアを変更できる制度で、平成18年11月に実施される見通し

となっております。 



④ 需要の減少について 

 移動体通信関連事業につきましては、近年の普及率の上昇に伴い携帯電話等の新規加入需要が減少傾向にあり

機種変更需要や他の移動体通信事業者への乗換需要が中心となっておりますが、デザインや機能面で消費者にと

って魅力ある端末・サービスが継続的に市場に投入されなかった場合は需要が減退し、当社業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑤ 短期解約時の手数料の返戻について 

 当社が顧客に対し移動体通信機器端末を販売後、６ヶ月以内に顧客が解約を行った場合、当社は移動体キャリ

アや一次代理店に対し、当該顧客への販売に係る当社が受け取った基本手数料の一部について、契約から解約ま

での期間に応じて返還しなければならない契約となっております。将来において何らかの要因により６ヶ月以内

の短期に解約する顧客が急激に増加した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社では顧客が６ヶ月以上利用することを前提に販売価格を設定しており、顧客が６ヶ月以内に解約を

行った場合は、赤字の取引となってしまう可能性があります。当社では顧客に対して無理な販売は行わないこと

や、長期契約割引サービスの加入を促進することで短期解約の防止に努めてはおりますが、６ヶ月以内の短期に

解約する顧客が急激に増加した場合、利益率が悪化し、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、第17期事業年度（平成17年４月期）から、契約件数および解約件数の増加により短期解約に係る返戻金

の重要性が増していること、短期解約データの整備に伴い将来の短期解約による返戻金を合理的に見積ることが

可能となったことから、短期解約返戻金見込額を引当計上しております。 

⑥ 主要な販売先について 

 当社の主要な販売先は下記のとおりとなっており、NTTドコモの一次代理店である㈱ダイヤモンドテレコムと

ボーダフォン㈱向けの売上高が相対的に大きいものとなっております。これら２社に対する売上高の内容はいず

れも移動体通信関連事業における受取手数料収入でありますが、これら２社に対する売上高が大きくなっている

のはNTTドコモ製品やボーダフォン製品の取扱高が他の移動体キャリア製品に比べて大きいことによります。当

社では併売店の出店を中心としており、特定キャリアの専売店の出店に注力する戦略は採ってはおりませんが、

顧客ニーズに合った製品の提供を行った結果、これら２社に対する売上高が高まったものであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

相手先 

平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

株式会社ダイヤモンドテレコム 5,075,048 41.8 5,144,115 40.1 4,999,056 36.8 

ボーダフォン株式会社 1,413,146 11.6 1,518,863 11.8 2,042,713 15.1 



(3）固定通信関連事業の運営上のリスクについて 

① 同事業の事業モデルについて 

 当社の固定通信関連事業では家電量販店等を主たる販売チャネルとして、主に電話加入権（※３）の販売を行

っており、売上は電話加入権販売と受取手数料収入から構成されています。電話加入権とは施設設置負担金を支

払うことで得られる加入電話サービス（※４）の提供を受けられる権利を言いますが、当社ではこの電話加入権

を仕入れて販売しており、仕入価格と販売価格の価格差が当社の利益となっております。また、主に電話加入権

の販売時に、付加サービス（キャッチホン、ナンバーディスプレイ等）やマイライン登録、ADSL等を受注し、こ

れを固定通信事業者（以下、固定系キャリアという）に取り次ぐことにより、固定系キャリアから受取手数料等

を収受しております。 

 また、平成17年４月期後半においては、日本テレコム株式会社等のNTT以外の固定系キャリアが直収電話サー

ビスを開始し、当社はこれらの固定系キャリアと代理店契約等を締結し、当該サービスの申込を取り次ぐことに

より、受取手数料等を収受しております。 

※３ 電話加入権とは 

 一般電話回線を引く場合、NTT地域会社に対して施設設置負担金（36,000円、税抜き）等を支払い、加入

電話契約を締結する必要があります。施設設置負担金とは加入者回線部分の新規架設工事に要する費用であ

り、施設設置負担金を支払うことにより契約者は加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利を得

られます。この権利のことを一般的に電話加入権と呼んでおります。電話加入権は譲渡が可能であり、経済

的価値を有していると考えられることから、売買の対象とされ質権設定の対象にもなっております。 

※４ 加入電話サービスを受けるには 

 消費者が一般電話回線を引く場合、現時点においては以下の５通りの方法が考えられます。 

ａ）NTT地域会社に対して施設設置負担金を支払い加入電話契約を締結する。 

ｂ）当社のような電話加入権売買業者を通じて電話加入権を購入する。 

ｃ）施設設置負担金は不要だが月額基本料金が通常よりも250円（税抜き）高いライトプランを申し込む。 

ｄ）日本テレコム株式会社、KDDI株式会社等のNTT以外の固定系キャリアが提供する直収電話サービスを申し

込む。 

ｅ）NTT地域会社、電力会社系固定系キャリア等が提供する光ファイバーを利用した電話サービスを申し込

む。 

 前述のように、一般電話回線を引く場合、NTT地域会社に対して施設設置負担金等を支払い加入電話契約を締

結する方法がありますが、電話加入権については譲渡可能なことから電話加入権売買業者を通じて電話加入権を

購入し、加入電話契約を締結することもできます。また、施設設置負担金を不要とする代わりに毎月の基本料金

を上乗せするライトプランがデジタル電話回線については平成９年から、アナログ電話回線については平成14年

から提供されており、同プランに申し込むことで加入電話サービスの提供を受けることも可能です。 

 さらに、現在はNTT以外の固定系キャリアが提供する直収電話サービスを申し込むことで、NTT地域会社が提供

する加入電話サービスと同等のサービスの提供を受けることが可能となっております。 

② 施設設置負担金の廃止について 

 加入電話サービス申し込み時にNTT地域会社に支払う施設設置負担金の意義は、元来加入電話の早期普及のた

めの設備投資資金の調達にありましたが、既に電話網が全国に整備された今日においては新規架設は減少してお

り、その意義は失われつつあります。また、加入時の費用が高いことが新規加入や回線増設を妨げている可能性

も指摘されております。特に近年、急速に普及した携帯電話・PHS等移動体電話の加入コストは比較的安価であ

り、施設設置負担金の加入コストの割高なことが目立ってきており、携帯電話のみで十分とする消費者も増加し

ております。このような現状を踏まえて平成16年10月19日に情報通信審議会から総務省に対し、「平成17年度以

降の接続料算定の在り方について」という答申が提出されました。答申によると施設設置負担金は既に本来の意

義を失っており、NTT東西が今後の競争環境へ対応するための料金戦略として廃止も選択肢とした見直しを行い

たい場合については容認すべきであるとの考えが提示されています。これを受けて、NTT東西では施設設置負担

金をこれまでの72,000円（税抜き）から36,000円（税抜き）へ、ライトプランの加算額をこれまでの月額640円

（税抜き）から250円（税抜き）へ平成17年３月１日より値下げしております。電話加入権は加入電話契約を解

除しても返還はされないものとされていることや、電話加入権は減価償却のできない無形固定資産として企業の

貸借対照表上に計上されていること、多くの一般家庭に保有されていることを勘案すると、施設設置負担金の廃

止に当たっては社会的な影響が大きいことが予想されますが、十分な周知期間や段階的な廃止等、一定の配慮が

なされた上で将来的には廃止されるものと考えられます。 



③ 電話加入権の売買価格の推移について 

 電話加入権の売買取引価格は、平成17年３月１日からの施設設置負担金引下げの動きを受けて、低下する傾向

となっております。しかしながら、当社では販売価格の水準や今後のトレンドを勘案して仕入価格を決定してお

り、販売価格に合わせて仕入価格についても低下させ、利益を確保しております。ただし、将来において電話加

入権の価値が当社の予測よりも急激に低下した場合、当社が保有している電話加入権の在庫の平均単価と販売価

格の価格差が縮小する可能性や在庫の平均単価よりも販売価格を下げざるを得なくなる可能性があり、当社業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 施設設置負担金の廃止による収益への影響について 

 施設設置負担金の廃止の動向については上記のとおりでありますが、施設設置負担金廃止後は、当社固定通信

関連事業における電話加入権販売の収益は消失することとなります。 

 また、施設設置負担金が廃止されるまでの期間においても、既にNTT以外の固定系キャリア（日本テレコム株

式会社、KDDI株式会社等）が直収電話サービスの提供を開始しており、これらのサービスは高額な施設設置負担

金が不要なうえ、月々の利用料等も割安となっていることから、NTTの提供する加入電話サービスの価格競争力

が急速に低下する可能性があり、施設設置負担金の廃止以前にも顧客の需要が著しく減少し、主たる販売チャネ

ルである家電量販店等が電話加入権販売の優先度を下げる等した場合は、電話加入権販売の収益が著しく減少、

または無くなる可能性があります。 

 加えて固定通信関連事業における受取手数料は電話加入権の販売に付随して発生することが多いものとなって

おりますので、電話加入権販売の減少に伴って受取手数料についても減少する可能性があります。以上のように

施設設置負担金が廃止となること等で固定通信関連事業の収益が減少し、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑤ 今後の対応方針について 

 施設設置負担金が廃止されたとしてもNTTが行う加入電話サービスが廃止されるわけではなく、NTTの加入電話

サービスを利用したい顧客はNTTに加入申込を行う必要があります。また、NTT以外の固定系キャリアもNTTの加

入電話サービスと同様の直収電話サービスの提供を開始しております。ADSLを始め各種固定通信サービスの選択

や申し込み、開通に至るまでの諸手続きは事業者毎に相違し複雑であることから、固定通信サービスへの加入窓

口である家電量販店やADSL事業者等においては顧客の利用場所や利用目的、利用料金等の個別のニーズに応じた

固定通信サービスのコンサルティングを実施する場合には、家電量販店やADSL事業者等は当社に業務を委託して

おります。当社では家電量販店やADSL事業者等の取次店と提携し、取次店から紹介のあった顧客に対して当社コ

ールセンター等を利用して固定通信サービス等のコンサルティングを実施、サービスの申し込みから開通に至る

までの各種手続の処理を代行する業務への取り組みを既に開始しており、今後同業務の拡大を計画しておりま

す。 

 このように当社では、これまでの長年にわたる固定通信に関するノウハウの蓄積を活かし、今後は固定通信関

連事業を電話加入権販売を核とする事業から、固定通信に関する総合的なサービス提供事業へと転換することに

より受取手数料収入を増加させ、電話加入権販売が無くなることによる収益の減少分を確保していく方針であり

ます。しかしながら、このような当社の施策が奏功するか否かについては現時点では不明であり、電話加入権販

売の収益が消失することにより、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 電話加入権の仕入について 

 電話加入権の仕入については、電話加入権が不要になった不特定多数の法人等からの買取という仕入形態を採

用しており、これにより当社は安価に電話加入権を仕入れることが可能になっております。具体的には電話加入

権を比較的多数保有していると考えられる法人等に対して、不要となった回線の売却を働きかけ、電話加入権の

安定的な確保に努めております。 

 しかしながら、不特定多数の法人等からの買取という仕入形態の特性上、継続して安定的な仕入が行えるとは

必ずしも言い難いため、顧客の需要に応じて必要な量の電話加入権が確保できない可能性があります。その場

合、販売を抑制せざるを得なくなり、機会損失が発生する可能性があります。また、電話加入権の在庫が不足し

た場合、同業者から仕入を行うことがありますが、その場合、仕入コストが上昇し利益率が悪化するとともに、

当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 



(4）出店政策について 

① 店舗の形態について 

 移動体通信機器端末の販売ショップには一般的に専売店と併売店とがあります。専売店とは特定の移動体キャ

リアの製品・サービスのみを取り扱う販売店であり、併売店とは複数の移動体キャリア製品・サービスを取り扱

う販売店であります。専売店は表向きはあたかも移動体キャリアの直営店のような外装となっており、新規申し

込みや機種変更申し込みの受付だけでなく、料金収納、故障受付等、アフターサービス拠点としての機能を担っ

ております。一方、併売店では複数の移動体キャリアの製品を取り扱っているため、顧客のニーズに合わせて幅

広い商品を提供することができます。専売店と併売店にはそれぞれ上記のような特徴があり、当社では専売店と

併売店の両方の出店を行っております。 

 併売店におきましては、当社は従来より、全ての移動体キャリアの商材および電話加入権等を取扱う「日本テ

レホンショップ」を展開してきましたが、平成15年４月期より新しいストアコンセプトである「ｅ－ＢｏｏｏＭ

ショップ」ブランドでの出店を開始しております。「ｅ－ＢｏｏｏＭショップ」は、近年の移動体通信機器端末

の高性能・高機能化等により端末仕入価格が上昇傾向にあること、同業者間との競合等の影響により仕入価格の

上昇分を十分に販売価格に転嫁しにくい状況であること等により移動体通信関連事業の利益率については低下す

る傾向にあるため、従来の「日本テレホンショップ」の機能である携帯電話・PHS等の新規および機種変更申込

受付け、および電話加入権の販売はもちろんのこと、ADSL等のブロードバンド体験コーナーを併設する等により

お客様により快適な通信環境を提案し、ブロードバンドを利用した新しい生活スタイルを支援することで新たな

顧客を誘致し、収益性の向上を図ることを目的としております。 

 当社では、今後の出店政策において、「ｅ－ＢｏｏｏＭショップ」の新規出店、既存店の「ｅ－ＢｏｏｏＭシ

ョップ」への転換により、収益性の向上に努めていきたいと考えております。しかしながら、このような当社の

施策が奏功することを現時点で保証することはできません。 

 なお、業態別の店舗数の推移は次表のとおりとなっております。 

 （注）１．ＲｅＢｏｏｏｏＭショップは、ＷＥＢチャネルの強化および取扱商品の拡大に伴い、平成16年10月31日付で

閉店し、平成16年11月８日付でＷＥＢ販売拠点となる通販センターを開設いたしました。 

 ２．平成18年４月30日付けインターネット通販事業の廃止に伴い、通販センターは平成18年８月31日をもって閉

鎖する予定であります。 

  （単位：店）

  平成14年４月期 平成15年４月期 平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 

期末店舗数 30 33 35 32 34 

  専売店 10 11 12 12 11 

  （取扱キャリア）           

    NTTドコモ 3 4 4 4 4 

    ボーダフォン 2 2 2 2 3 

    ツーカーホン 4 4 5 5 3 

    エーユー 1 1 1 1 1 

  併売店 20 21 22 20 23 

  （店舗業態）           

    日本テレホンショップ 20 19 17 11 9 

    e－ＢｏｏｏＭショップ 0 2 5 9 14 

  ＲｅＢｏｏｏｏＭショップ 0 1 1 0 0 



② 店舗保証金について 

 当社の直営店の出店については、基本的には土地を購入せず、店舗を賃借する形をとっております。店舗の賃

貸借契約の締結にあたっては、貸主に保証金を差し入れることが一般的でありますが、当社においても平成17年

4月期末で768,958千円（総資産額の19.4％）、平成18年４月期末で845,244千円（同21.5％）の保証金を差し入

れております。 

 差入保証金については当社が当該店舗を退去する際には返還される契約となっておりますが、貸主の財政状態

が悪化した場合等においては、保証金の全部又は一部の回収が困難となる可能性があります。なお、平成15年4

月期には店舗貸主の経営状態の悪化により、特別損失として貸倒引当金繰入額53,970千円を計上しております。

 当社では、賃貸借契約を締結する際には貸主の信用調査を十分行うよう努めてはおりますが、保証金の全部ま

たは一部の回収が困難となり、貸倒引当金・貸倒損失の計上を余儀なくされるような事態が発生した場合、当社

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 新規出店に伴うリスクについて 

 専売店を出店するにあたっては、移動体キャリアから物件についての条件が提示され、その条件に合致した物

件を確保できた運営会社が専売店の運営を受託することができます。当社が出店を希望していても移動体キャリ

アの審査を通過しなければならないため、当社の計画通りの時期に出店ができる保証はなく、また当社以外の企

業が運営を受託し、当社が出店できなくなる可能性があります。その場合、当社は計画していた売上高を計上で

きず、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 一方、併売店の出店に際しても、当社が移動体キャリアの商材を取り扱う営業拠点を新設や移転、廃止する場

合、移動体キャリアや一次代理店に報告を行う必要があります。当社が新規に併売店を出店するにあたっては、

移動体キャリアの方針に影響を受ける可能性があります。 

 また、新規出店を行う場合、出店方針及び出店コンセプトに合致する店舗が見付からない等の理由により、予

定よりも出店時期が遅れる可能性や出店中止を余儀なくされる可能性は否定できません。また、近隣に競合店が

新規出店する等、事前に予測不可能な外部環境の変化等により、事前に計画していた収益を計上できない可能性

があり、場合によっては退店を余儀なくされる可能性については否定できません。これらの場合、当社業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

(5）重要な契約について 

① 移動体通信関連事業における重要な契約について 

 移動体通信機器端末の販売業務や移動体通信サービス申し込みの取次業務を行うにあたっては移動体キャリア

や一次代理店と代理店契約を締結する必要があり、また代理店契約はキャリア毎に契約締結する必要がありま

す。 

 当社が締結している主な代理店契約は以下のとおりであり、契約期間は１年毎の自動更新となっております

が、契約期間中であっても事前に通知することにより解除が可能な契約となっており、また重要な契約違反があ

った場合等においては即時解除ができるものとなっております。特に近年、個人情報の漏洩が社会的問題となっ

ているため、移動体キャリアや一次代理店は契約事項の中でも特に個人情報の管理の徹底については重要視して

おりますが、当社の保有する個人情報が何らかの理由により漏洩することとなった場合、移動体キャリアや一次

代理店との契約が打ち切られる可能性があります。 

 移動体キャリアや一次代理店との関係は良好で、現時点で契約が解除されるような事実は発生しておらず、当

社は今後も契約の遵守に努める方針でありますが、何らかの理由により契約が継続できなくなり、当該移動体キ

ャリアの製品やサービスが取り扱えなくなる可能性については否定できません。また、契約の継続ができなかっ

た場合や当社が契約の継続を行わなかった場合、移動体キャリアや一次代理店から収受していた継続手数料につ

いてもその時点で支払いが打ち切られます。その場合、売上高の減少や店舗の撤退等により、当社業績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 



② 固定通信関連事業における重要な契約について 

 固定通信関連事業における受取手数料収入は、付加サービス（キャッチホン、ナンバーディスプレイ等）やマ

イライン登録、ADSL等を受注することにより受け取る手数料等であり、これらの業務を行うにあたっては固定系

キャリアと販売パートナー契約等を締結する必要があり、当社が現在締結している主な契約は下記のとおりであ

ります。契約は１年毎に締結することとなっておりますが、契約期間中であっても事前に通知することにより解

除が可能な契約となっており、また重要な契約違反があった場合等においては即時解除ができるものとなってお

ります。 

 固定系キャリアと当社との関係は良好であり、現時点で契約が解除されるような事実は発生しておらず、当社

は今後も契約の遵守に努める方針でありますが、何らかの要因により契約が継続できなくなった場合、付加サー

ビス等の取次業務が行えなくなることで売上高が減少し、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  （注）西日本電信電話株式会社が行う地域電気通信業務の区域に関する契約は西日本電信電話株式会社と、東日本電

信電話株式会社が行う地域電気通信業務の区域に関する契約は西日本電信電話株式会社を代理人として東日本

電信電話株式会社と、契約を締結しております。 

③ 契約による事業運営上の制約について 

 当社の移動体通信関連事業や固定通信関連事業は前述のとおり、移動体キャリアや一次代理店、固定系キャリ

アとの契約に基づいた事業を行っておりますが、店舗の運営にあたっては当社は移動体キャリアや一次代理店、

固定系キャリアの作成するマニュアルや指示等に従わねばならない義務があります。当社は契約の継続のためマ

ニュアルや指示等の遵守に努める方針でありますが、今後移動体キャリアや一次代理店、固定系キャリアからの

指示内容が変更された場合、場合によっては機械・設備や人員等を追加で設置・配置することが必要となる可能

性があります。移動体キャリアや一次代理店、固定系キャリアが費用を負担する場合もありますが、当社が費用

を負担しなければならない可能性もあり、その場合、追加のコストが発生する等の理由により当社業績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

相手方の名称 契約内容 

ＫＤＤＩ株式会社 

（旧 株式会社ツーカーホン関西） 

ツーカー電話サービスの加入促進活動、および加入契約の

締結、変更等の媒介 

ＫＤＤＩ株式会社 

（旧 株式会社ツーカーセルラー東京） 

ツーカー電話サービスの加入促進活動、および加入契約の

締結、変更等の媒介 

ボーダフォン株式会社 
顧客に対するボーダフォンサービス契約の締結促進および

契約維持活動 

株式会社ダイヤモンドテレコム 
ＮＴＴドコモの電話契約獲得のための諸活動、申込の受

付、取次等 

アイ・ティー・テレコム株式会社 エーユー電話サービス販売業務委託契約 

相手方の名称 契約内容 契約期間 

西日本電信電話株式会社および東日本電信電話株式会社 販売パートナー契約 
平成18年４月１日から 

平成19年３月31日まで 



(6）法的規制等について 

 当社では移動体通信関連事業、固定通信関連事業およびその他の事業を行うにあたって、以下のような法令やガ

イドライン等の規制を受けており、当社はこれらの法的規制等を遵守し企業活動を行っております。しかし、将来

においてこれらの法的規制等が改正された場合または当社がこれらの法的規制等に抵触した場合は、当社業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

(7）個人情報の取扱いについて 

 当社では、移動体通信関連事業においては移動体通信サービスの申込取次を行う場合や、固定通信関連事業にお

いては付加サービスの取次や電話加入権の売買を行う場合等において、顧客の生年月日や住所等の個人情報を取り

扱っております。個人情報の記載された書類としては申込書等があり、また社内のサーバ内やキャリアから貸与さ

れている端末には個人情報がデータとして保存されておりますが、当社では個人情報が記載された書類等について

は必要時以外はキャビネットの中に入れて施錠をする、また電子データについてはパスワード管理を行う等、厳重

に管理を行うよう努めております。 

 しかしながら、書類が盗難等される場合や第三者がネットワークへ不正侵入する等により、個人情報の記載され

た書類や電子データ等が社外に流出し、個人情報が漏洩する可能性については否定できません。その場合、顧客か

ら損害賠償を請求されたり、既存顧客の信用や社会的な信用が低下することにより、当社業績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

(8）ヤフー株式会社との契約について 

 当社はヤフー株式会社と提携し、同社の開設するポータルサイト「Yahoo!JAPAN」においてソフトバンクBB株式

会社および同社が提供するブロードバンドサービスである「Yahoo!BB ADSLサービス」と当社の提供する電話回線

のセット販売を平成16年４月から開始しております。具体的には「Yahoo!BB ADSLサービス」に加入を希望される

顧客に対する電話加入権の販売、加入電話ライトプランの申し込み取次ぎ、「Yahoo!BB ADSLサービス」の申込処

理業務の受託を行っており、当社内にコールセンターを設けて顧客からの問い合わせに対応しております。

「Yahoo!BB ADSLサービス」と電話回線のセット販売においては電話加入権は仕入価格を下回る価格で販売を行っ

ておりますが、同社から業務委託手数料を収受することで利益を確保しております。 

 同社との提携による「Yahoo!BB ADSLサービス」と電話回線のセット販売による収益は平成16年４月から開始

し、平成18年４月期における固定通信関連事業の収益に貢献しておりますが、同社との契約が何らかの理由により

継続できなくなった場合、また継続できたとしても同社がNTT以外の固定系キャリアの回線の販売に注力する等、

何らかの理由により販売の優先度を下げた場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(9）インターネット通販事業の展開について 

 当社は、平成15年12月にインターネットショッピングサイト「ＲｅＢｏｏｏｏＭショップ」を楽天株式会社が運

営するインターネットショッピングモール楽天市場に出店し、取扱商品の拡大およびヤフーショッピング等の他の

ショッピングモールへの出店を行うなどにより、インターネット通販事業に進出いたしました。 

  しかしながらインターネット通販事業につきましては、取扱商品の厳選と当該事業に係わる人的資源の再配置

等、効率化に向けた取組みを積極的に行ってまいりましたが、採算性向上に今後も改善が見込めないことから、イ

ンターネット通販事業の経営資源を本業である「移動体通信関連事業」および「固定通信関連事業」に投入するこ

とを決定し、平成18年 4月30日をもって当該事業を廃止いたしました。 

関係する事業 法的規制等 

移動体通信関連事業 

固定通信関連事業 

電気通信事業法 

消費者契約法 

代理店の営業活動に対する倫理要綱（社団法人電気通信事業者協会制定） 

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（総務省告示） 

固定通信関連事業 電気通信事業法に基づきNTTが定める約款 

インターネットを介して商品

を提供する場合 

特定商取引に関する法律 

電子契約法 

中古品の売買 
古物営業法 

 商標法 

事業全般 個人情報保護法 



５【経営上の重要な契約等】 

(1）移動体通信関連事業に関する契約 

 主たる契約は以下のとおりです。 

（注）１．平成17年10月１日付をもって、ＫＤＤＩ株式会社が株式会社ツーカーホン関西および株式会社ツーカーセル

ラー東京を吸収合併したため、契約相手先がＫＤＤＩ株式会社に変更となりました。 

２．株式会社テレパークとの契約は、エーユー電話サービス販売業務委託契約の契約先を一本化するため、平成

17年７月31日をもって契約を解約いたしました。 

(2）固定通信関連事業に関する契約 

 主たる契約は以下のとおりです。 

 （注）１．自動更新条項はありませんが、毎年契約書を取交わし契約を更新しております。 

２．西日本電信電話株式会社が行う地域電気通信業務の区域に関する契約は西日本電信電話株式会社と、東日本

電信電話株式会社が行う地域電気通信業務の区域に関する契約は西日本電信電話株式会社を代理人として東

日本電信電話株式会社と、契約を締結しております。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

相手方の名称 契約内容 契約期間 

ＫＤＤＩ株式会社 

（旧 株式会社ツーカーホン関西） 

ツーカー電話サービスの加入促進活動、および

加入契約の締結、変更等の媒介 

平成10年４月１日から 

平成11年３月31日まで 

以後１年ごと自動更新 

ＫＤＤＩ株式会社 

（旧 株式会社ツーカーセルラー東京） 

ツーカー電話サービスの加入促進活動、および

加入契約の締結、変更等の媒介 

平成６年７月28日から 

平成７年３月31日まで 

以後１年ごと自動更新 

ボーダフォン株式会社 
顧客に対するボーダフォンサービス契約の締結

促進および契約維持活動 

平成14年11月１日から 

平成15年３月31日まで 

以後１年ごと自動更新 

株式会社ダイヤモンドテレコム 
ＮＴＴドコモの電話契約獲得のための諸活動、

申込の受付、取次等 

平成９年６月30日から 

平成10年５月31日まで 

以後１年ごと自動更新 

アイ・ティー・テレコム株式会社 エーユー電話サービス販売業務委託契約 

平成16年５月１日から 

平成17年４月30日まで 

以後１年ごと自動更新 

相手方の名称 契約内容 契約期間 

西日本電信電話株式会社 

および東日本電信電話株式会社 
販売パートナー契約 

平成18年４月１日から 

平成19年３月31日まで 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態の分析 

① 流動資産 

 当事業年度末における流動資産残高は、前事業年度末と比べて176,036千円減少し、2,572,217千円となりまし

た。主たる減少要因は、定期預金解約等による現金及び預金の減少額として179,431千円、インターネット通販

事業の廃止等に伴う在庫の減少額として59,953千円でありました。なお、売上増加に伴う売掛金の増加額は

55,893千円でありました。 

② 固定資産 

 当事業年度末における固定資産残高は、前事業年度末と比べて132,762千円増加し、1,345,704千円となりまし

た。主たる増加要因は、有形固定資産については直営店の新規出店および情報システム（ＰＯＳシステムを含

む）機器等の購入等に伴う増加額として20,654千円、無形固定資産においてはＰＯＳシステムおよびコールセン

ターシステム等の導入等に伴う増加額として31,498千円、投資その他の資産においては同じく直営店の新規出店

等による増加額として80,609千円でありました。 

③ 流動負債 

 当事業年度末における流動負債残高は、前事業年度と比べて107,067千円増加し、1,941,294千円となりまし

た。主たる増加要因は、売上増加に対応した買掛金の増加額として170,729千円、短期借入金の増加額として

190,000千円でありました。また、前事業年度に取得した固定資産に係る未払金の支払等による減少額が73,145

千円あったほか、１年内返済予定長期借入金が83,962千円減少し、未払法人税等が73,347千円減少しました。 

④ 固定負債 

 当事業年度末における固定負債残高は、前事業年度末と比べて82,122千円増加し、620,050千円となりまし

た。主たる増加要因は、平成18年３月15日を払込期日とする社債発行によるものです。 

⑤ 資本 

 当事業年度末における資本残高は、前事業年度と比べて234,658千円減少し、1,362,144千円となりました。こ

れは別途積立金が70,000千円増加したものの、当期において当期純損失を計上した結果、当期未処分利益が

304,658千円減少したことによるものです。 

(2）経営成績の分析 

① 売上高 

 当事業年度における移動体通信関連事業の売上高は、首都圏を中心とした新規出店の強化により増加しました

が、固定通信関連事業の売上高は、主力であるＡＤＳＬと電話加入権とのセット販売での販売数量が当初の予測

を大幅に下回り減少しました。また、その他の事業の売上高は、インターネット通販事業での取扱商品の拡大と

ＷＥＢチャネルの強化等により増加しました。その結果、売上高は前年同期比5.8％増の13,568,320千円となり

ました。 

② 営業利益 

 インターネット通販事業での利益率が当初の想定を大幅に下回ったことや比較的利益率の高い固定通信関連事

業の売上高の大幅な減少、移動体通信関連事業における新規出店コストの増加に加え、新ＰＯＳシステムおよび

個人情報保護に係るシステム開発投資による減価償却費等、一般管理費の増加が影響し、営業損失は101,848千

円（前年同期は営業利益352,782千円）となりました。 

③ 税引前当期純利益 

 営業外損益では、営業支援金収入が増加したものの、経常損失は114,414千円（前年同期は経常利益332,979千

円）となりました。 

 また、特別損失にて減損損失等を計上した結果、税引前当期純損失は161,144千円（前年同期は税引前当期純

利益274,715千円）となりました。 



④ 当期純利益 

 法人税、住民税及び事業税に法人税等調整額を加えた税金項目は、前年同期比99.1％減の1,014千円となりま

した。 

 以上の結果、当期純損失は162,158千円（前年同期は当期純利益161,386千円）となりました。 

 また、自己資本利益率は23.0ポイント低下し△11.0％となり、１株当たり当期純損失は5,230円94銭となりま

した。 

(3）キャッシュ・フローに関する分析 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ49,550千円減少

し、168,253千円（前事業年度末の現金及び現金同等物の期末残高は217,804千円）となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が161,144千円、売上債権が55,893千円増加したもの

の、減価償却費の計上が125,914千円、たな卸資産が61,307千円減少および、仕入債務が170,729千円増加したこと

を主な要因として、43,783千円の獲得（前事業年度は191,761千円の獲得）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、直営店の新規出店および新ＰＯＳシステム導入による固定資産の取得に

よる支出および差入保証金の差入による支出が、それぞれ256,125千円、122,341千円あったことを主な要因とし

て、220,101千円の使用（前事業年度は322,997千円の使用）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済が192,503千円あったものの、短期借入金の純増加額

が190,000千円あり、また長期借入金の借入による収入が100,000千円および社債発行による収入が97,470千円あっ

たことを主な要因として、126,767千円の獲得（前事業年度は235,837千円の獲得）となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度における設備投資については、総額153,890千円であります。これらのうち主要な設備投資は、システ

ム機器等が22,010千円、直営店舗の新設伴う造作工事等が128,306千円であります。 

２【主要な設備の状況】 

 当社は、大阪市北区の本社および東京都新宿区の東京本社の他、移動体通信機器等の販売を行う店舗を首都圏にお

いて19店舗および関西圏において15店舗の合計34店の直営店舗を有しております。また、インターネット通信販売で

の物流拠点として、通販センター１箇所を有しております。 

  以上のうち、当社の主要な設備は、以下のとおりであります。 

 平成18年４月30日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額には、消費税等を含めておりません。 

２．従業員数の（ ）は平成18年４月30日現在の臨時雇用者数を、外数で記載しております。 

３．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

事業所名 
(所在地) 

事業の部門別
の名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員
数 
(人) 建物 器具備品 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

大阪本社 

(大阪市北区) 

全社 

（共通） 
業務設備 18,812 77,546 

－ 

 （ － ）
－ 96,359 

45 

(25) 

東京本社 

(東京都新宿区) 

全社 

（共通） 
業務設備 9,872 1,815 

－ 

（ － ）
－ 11,688 

24 

 (2) 

首都圏 店舗 

（19店舗） 

移動体通信 

関連事業 
販売設備 165,780 54,136 

－ 

（ － ）
－ 219,916 

28 

 (69) 

関西圏 店舗 

（15店舗） 

移動体通信 

関連事業 
販売設備 52,167 14,595 

－ 

  （ － ）
－ 66,763 

24 

 (57) 

通販センター 

（１拠点） 

その他 

の事業 

販売設備 

事務所 
1,464 1,426 

－ 

  （ － ）
－ 2,890 

－ 

 (5) 

名称 リース期間 年間リース料 リース契約残高 

器具備品 

（所有権移転外ファイナンス・リース） 
３～６年 11,522千円 7,160千円 

ソフトウェア 

（所有権移転外ファイナンス・リース） 
５年 22,143千円 4,393千円 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社の設備投資については、景気の見通し、業界動向および投資効率等を総合的に勘案して策定しております。 

 なお、平成18年４月30日現在における重要な設備の新設および改修計画は、次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設 

 （注）投資予定金額の内、敷金または保証金に相当する額は、内書きで（ ）内に記載しております。 

(2）重要な改修 

 該当事項はありません。 

(3）重要な設備の除却 

 該当事項はありません。 

事業所名 所在地 
事業の部門
別の名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調
達方法 

着手及び完了予定年月 
完成後
の増加
能力 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

着手 完了 

ａｕショップ 

阿佐ヶ谷店 

東京都 

杉並区  

首都圏ショップ 

統括部 
店舗設備 

13,169  

(3,000) 

－ 

(3,000) 

自己資金 

および 

借入金 

平成18年５月 平成18年５月 

移動体通

信機器販

売の増額 

イーブーム 

中野店 

東京都 

中野区 

首都圏ショップ 

統括部 
店舗設備 

36,260  

(18,000) 

－ 

(3,600) 

自己資金 

および 

借入金 

平成18年７月 平成18年７月 
移動体通 

信機器販 

売の増額 

イーブーム 

上新庄店 

大阪市東

淀川区 

関西圏ショップ 

統括部 
店舗設備 

19,843  

(8,694) 

－ 

(1,449) 

自己資金 

および 

借入金 

平成18年７月 平成18年７月 
移動体通 

信機器販 

売の増額 

イーブーム 

下北沢店 

東京都 

世田谷区 

首都圏ショップ 

統括部 
店舗設備 

27,560  

(15,000) 
－ 

(－) 

自己資金 

および 

借入金 

平成18年７月 平成18年７月 

移動体通 

信機器販 

売の増額 

イーブーム 

溝口店 

川崎市 

高津区 

首都圏ショップ 

統括部 
店舗設備 

23,645  

(11,250) 
－ 

(－) 

自己資金 

および 

借入金  

平成18年９月 平成18年９月 

移動体通 

信機器販 

売の増額 

関西圏 その他 

新規出店 

（３店舗） 

関西圏 
関西圏ショップ 

統括部 
店舗設備  

60,000  

(30,000) 
－ 

 (－) 

自己資金 

および 

借入金  

平成18年10月 平成19年１月 

移動体通 

信機器販 

売の増額 

首都圏 その他 

新規出店 

（２店舗） 

首都圏 
首都圏ショップ 

統括部 
店舗設備 

46,173  

(20,000) 
－ 

 （－） 

自己資金 

および 

借入金  

平成18年11月 平成19年１月 

移動体通 

信機器販 

売の増額 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2)【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．平成16年８月31日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、１株につき３株の割合をもって株式分

割しました。 

 ２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

 発行株数          4,000株 

 発行価格        110,000円 

 引受価額        102,300円 

 資本組入額       36,125円 

 払込金総額      409,200千円 

(4)【所有者別状況】 

 （注） 所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 124,000 

計 124,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年４月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年７月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 31,000 31,000 ジャスダック証券取引所 － 

計 31,000 31,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成16年10月20日 

（注）１      
18,000 27,000 － 450,000 － － 

平成17年４月５日  

（注）２ 
4,000 31,000 144,500 594,500 264,700 264,700 

  平成18年４月30日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 3 14 19 3 1 3,283 3,323 － 

所有株式数 

（株） 
－ 583 409 9,871 14 1 20,122 31,000 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 1.88 1.32 31.84 0.05 0.00 64.91 100.00 － 



(5)【大株主の状況】 

(注)議決権比率は、小数点以下第３位を四捨五入しています。 

(6)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年４月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

現代商事株式会社 大阪市鶴見区鶴見三丁目12-10-2001号 9,750 31.45 

高 山 守 男 大阪市鶴見区 9,142 29.49 

高 山 明 美 大阪市鶴見区 900 2.90 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目 

２番10号 
452 1.46 

日本テレホン社員持株会 
大阪市北区豊崎三丁目19番３号 

ピアスタワー15階 
393 1.27 

松井証券株式会社（一般信用

口）  
東京都千代田区麹町一丁目４番 142 0.46 

大阪証券金融株式会社（業務口） 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 127 0.41 

堀 田 憲 昭 兵庫県西宮市 90 0.29 

花 房 一 郎 兵庫県加古川市 85 0.27 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 72 0.23 

計 － 21,153 68.24 

  平成18年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  31,000  31,000 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 31,000 － － 

総株主の議決権 － 31,000 － 

  平成18年４月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数 
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7)【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

 （注）平成17年７月27日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、旧商法第211条ノ３第

１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。」旨を定款に定

めております。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、事業発展の柱となる財務体質の強化および株主への還元を経営の重要課題であることを認識し、業績に応

じた安定的な配当を行うことを基本方針としており、配当性向は30％を目標にしております。 

  また、会社法施行後の配当の基準日および回数の変更は、現時点では予定しておりません。よって、従来どおり中

間事業年度の末日および事業年度の末日を基準日とした年２回の配当を行う方法を採用する予定であります。 

 当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、株主への安定配当を行うことを旨としていることから、当期未

処理損失を別途積立金の一部取り崩しにより補填するとともに、取り崩した別途積立金の一部を当期末の配当金に充

て、普通株式１株あたり2,200円を実施することを決定いたしました。 

  なお、内部留保資金につきましては今後予想される経営環境の変化に対応すべく、財務体質の一層の強化と、将来

にわたる新規事業に積極的に再投資してまいります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

 なお、平成17年４月６日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月 

最高（円） － － － 324,000 850,000 

最低（円） － － － 136,000 149,000 

月別 平成17年11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 

最高（円） 319,000 276,000 357,000 251,000 234,000 217,000 

最低（円） 258,000 196,000 200,000 149,000 184,000 179,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
（株） 

代表取締役 社     長 高 山 守 男 昭和26年10月14日生 

昭和52年10月 現代商事株式会社設立 取締役 

9,142 

昭和58年11月 現代商事株式会社 

  代表取締役社長  

昭和63年６月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 

平成４年９月 現代商事株式会社 取締役（現任） 

専務取締役 業務本部長 高 山 明 美 昭和31年７月23日生 

昭和63年６月 当社設立 取締役 

900 

平成２年２月 現代商事株式会社 取締役 

平成２年６月 当社常務取締役  

平成４年９月 現代商事株式会社 代表取締役  

平成14年７月 当社常務取締役 

  社長補佐兼業務部門管掌 

平成16年８月 当社常務取締役 業務本部長 

平成17年７月 

  

当社専務取締役 

 業務本部長（現任） 

常務取締役 
首  都  圏 

営業本部長 
堀 田 憲 昭 昭和30年11月１日生 

昭和53年４月 フジテック株式会社入社 

90 

昭和56年３月 大阪東急イン株式会社入社 

昭和58年２月 コボリホームセンター株式会社 

  入社 

平成２年３月 当社入社 

平成12年１月 当社営業企画部長 

平成13年８月 当社取締役 東京支社長  

平成15年６月 当社取締役 営業本部長 

平成16年２月 当社取締役 首都圏営業本部長 

平成17年７月 

  

当社常務取締役 

 首都圏営業本部長（現任） 

常務取締役 
管理統括本部長 

 兼 経理財務部長 
中 野    豊 昭和23年８月12日生 

昭和42年４月 株式会社住友銀行 

30 

  (現 株式会社三井住友銀行)入行 

平成11年４月 同行 泉北とが支店長 

平成14年１月 当社出向  経理財務部長 

平成14年７月 当社取締役 経理財務部長  

平成14年８月 当社取締役 管理統括本部長 

  兼 経理財務部長 

平成17年７月 当社常務取締役 管理統括本部長 

平成18年６月 当社常務取締役 管理統括本部長  

  
兼 経理財務部長  

 （現任） 

取  締  役 
関  西  圏 

営業本部長 
植 田 博 之 昭和28年12月５日生 

昭和51年４月 株式会社大和銀行 

5 

  （現 株式会社りそな銀行）入行 

平成11年５月 同行 泉北支店長 

平成14年２月 同行 営業統括部個人部 室長 

平成15年３月 同行 大阪プライベート 

  バンキング室 室長 

平成16年２月 当社出向   関西圏営業本部長 

平成16年７月 

   

当社取締役 関西圏営業本部長 

 （現任） 

 



（注）１．専務取締役業務本部長 高山 明美は、代表取締役社長 高山 守男の配偶者であります。 

２．監査役川口 義信および山崎 優は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数 
（株） 

監  査  役 

（常    勤） 
－ 幡 中 克 人 昭和15年５月18日生 

昭和39年４月 松下電器産業株式会社入社 

30 
平成７年12月 同社人材開発センター 総務部長 

平成12年６月 当社入社 

平成13年７月 当社常勤監査役 (現任) 

監  査  役 － 川 口 義 信 昭和22年１月25日生 

昭和51年９月 近畿第一監査法人勤務 代表社員 

    －

 昭和60年８月 

  

公認会計士・税理士   

川口義信事務所所長（現任） 

平成12年11月 

  

 平成17年７月 

 国際第一監査法人  

 代表社員（現任） 

 当社監査役（現任） 

監  査  役  － 山 崎    優  昭和24年７月21日生 

昭和56年４月 大阪弁護士会に弁護士登録  

     －

 昭和62年４月 

  

 梅田総合法律事務所開設 

 パートナー（現任） 

平成15年11月 

  

 平成17年７月 

 株式会社万代 非常勤監査役 

（現任）  

 当社監査役（現任） 

          計 10,197 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスに求められる重要なポイントとして、「経営の透明性」、「経営の説明責

任」、および「法令等の遵守」を挙げております。 

  経営理念において、「柔軟で透明度の高い公正な経営」を掲げ、取締役会および監査役会が効率性並びに適法

性のチェックに重点を置いた経営のモニタリングを実施できる体制を維持することが重要と考えております。 

  一方、経営の執行者による企業内統治である「内部統制」については、経営の有効性と効率性、財務報告の信

頼性、コンプライアンスの向上と確保に重点を置いた全社的な内部統制システムの構築を進めてまいります。 

  これら株主価値の向上を目指すコーポレート・ガバナンスの取り組みは、これを支える内部統制システムが有

効に機能し、相互に連携することで実効性を発揮するものと考えており、企業活動全ての基礎をなすコンプライ

アンスを最重要視し、すべての役員、従業員に徹底すべきものと考えております。 

(2）会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の内容 

  当社は、監査役制度を採用し、常勤監査役１名と社外監査役２名の計３名体制としております。監査役

は、原則として毎月１回開催される監査役会において、監査の方針、監査計画、監査の方法およびその他監

査に関する重要事項の審議を行うと共に、毎月開催される取締役会に監査役３名が参加し、常勤監査役１名

は経営会議など業務執行に関係する重要会議に参加するなど取締役と同様の情報に基づいた監査が実施でき

る環境となっております。また、監査役と代表取締役社長との定期的な会合を持つことで、監査役自らが業

務の執行状況を直接把握する体制を整えております。 

② 内部統制システムの整備の状況 

  当社は、内部統制システムの適切な構築と整備・運用が重要な経営課題であるとの認識から、平成18年1月

20日の経営会議において、内部統制システムの構築と整備に向けた「内部統制委員会」を設置し、平成18 年

5月19日に開催された取締役会において、内部統制システム構築に関する以下の基本方針を決定致しました。

1．職務執行の基本方針 

    当社は、次に掲げる方針に基づき、すべての取締役、監査役及び使用人（使用人＝社員、嘱託社員、

  契約社員、その他の業務に従事するすべての者）が、法令と社会倫理の遵守を企業活動を行う基本 

  とする事を徹底する。 

・基本方針・ 

  経営ビジョン 

    私たちは、お客様に快適に幅広くサービスを提供できる「情報通信商社」として社会に貢献する。

・経営理念・ 

    「柔軟で透明度の高い公正な経営」の実践 

    「ベストプライスとベストサービス」の実行 

・社員行動指針・ 

    日本テレホン株式会社は、経営ビジョンのもと、経営理念に従い、従業員の生活向上を目指して行

    動する。 

    日本テレホン株式会社は、情報通信関連分野において人々に喜ばれる商品・サービスを提供し、法

    と規則を守り、社会に貢献することを目的とする。 

  当社は、これら「経営ビジョン」、「経営理念」、「社員行動指針」のもと、適正な業務執行のた 

  めの体制を整備・運用することが重要な経営の責務であると認識し、係る内部統制システム体制に 

  ついて、社会情勢、経済情勢、その他の環境変化に応じ不断の見直しを行いその改善と充実を図る。



2．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  当社は、企業が存立を維持継続するためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識し

ており、「経営ビジョン」、「経営理念」、「社員行動指針」に掲げた経営の基本方針を遵守すると共

に、法令と社会倫理の遵守を図るべく「コンプライアンス・マニュアル」を整備し、すべての取締役お

よび使用人が公正で高い倫理観に基づいた企業活動を行うことを徹底するために以下の体制を整備す

る。 

① 代表取締役は、管理担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、管理本

部に属する各部門が中心にコンプライアンス体制の整備、維持にあたる。 

② 管理担当取締役は、企業の行動規範の基本原則である「コンプライアンス・マニュアル」を通じ

て、法令と社会倫理の遵守について使用人に対し徹底を図る。 

③ 監査室は、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し取締役会に報告

する。 

④ 取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 

⑤ 「法令」、「定款」、「社内規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の遵守について、違反

行為等を認知した場合、取締役および使用人等の通報する内部通報窓口を設置する。 

3．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基

づき決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を正確に記録・保存するために以下の体制を整備

する。 

① 代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理についての総括責任者に管理担当

取締役を任命する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は、「取締役会規程」、および「文書管理規程」

に定め、これに従い当該情報についての所管の部門が文書又は電磁的媒体に情報を記録し整理・保存を

行う。 

③ 取締役の職務の執行に係る情報についは、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人が閲覧、複写

可能な状態にて整理・保存を行う。 

④ 監査室は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、関連諸規程に準拠して実施

されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。 

4．損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

    当社は、様々な損失の危機に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備す

る等により、損失の危険を最小限にするために以下の体制を整備する。 

① 代表取締役は、日常における損失の危険等リスク全般の管理について、総括責任者に管理担当取締

役を任命し、各部門の担当取締役と共に、カテゴリーごとのリスクを体系的に管理するため、既存の

「経理規程」、「与信管理規程」等を充実整備する。 

② 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生又は発生が予測される場合は、代表取締役を対策本

部長とし、管理担当取締役を副本部長とする「リスク対策本部」を設置すると共に、顧問弁護士等を含

む外部アドバイザーチームの組成を行い、損害の拡大を防止し損害を最小限に止める体制を整備する。

③ 監査室は、各部門におけるカテゴリーごとのリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会又は経

営会議に報告する体制を整備する。 

5．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    当社は、社会情勢、経済情勢、その他の環境変化に対応した社会全体の将来ビジョンに対応するた

め、中期経営計画および単年度の経営計画を策定し、経営計画を達成するために取締役の職務権限と担

当業務を明確にし職務の執行を効率的に行うために以下の体制を整備する。 

① 代表取締役は、管理担当取締役を取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、中期経営

計画および単年度の経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務の執行が効率的に行われるよう監督

する。 

② 各部門の担当取締役は、経営計画に基づき担当部門として実行すべき具体的な施策および効率的な

業務遂行体制を決定し、総括責任者はその遂行状況について担当取締役に、取締役会において定期的に

報告させる体制を整備する。 

③ 取締役会は、法令の遵守と社会倫理の遵守等、基本理念のもと経営目標の達成に向けて職務を遂行

し、取締役会がその実績について管理を行う体制を整備する。 



6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項  

  当社は、当社の規模から当面監査役の職務を補助する使用人は置かない。監査役がその職務を補助す

べき使用人を置くことを求めた場合、その要請に対応すべく以下の体制を整備する。 

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役と協議のうえ

必要に応じ、監査室要員を監査役を補助すべき使用人として指名することが出来るものとする。 

② 監査役がその職務の遂行のために指定する使用人の任命、解任、人事異動、賃金等の改定について

は、監査役会の同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの独立性を確保する体制を整備する。

 7．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

  当社は、取締役および使用人が業務又は業績に著しい影響のある事実、並びに不正行為や違法行為等

のコンプライアンスに反する事項を認識した場合の他、取締役会に付議すべき重要な事項と決定事項、

経営会議その他重要な会議での決定事項、重要な会計方針・会計基準の変更、内部監査の実施状況、月

次決算報告、その他必要な重要事項について、監査役に報告する体制を整備する。 

 8．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するために以下の体制を整備する。 

① 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。 

② 監査役は、監査室と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて監査室に調査を求める。 

③ 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うと共に、必要に応じて

会計監査人に報告を求める。 

④ 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会および経営会議

等の重要な会議に出席すると共に、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人

に説明を求める。 

 ③ リスク管理体制の整備の状況 

  当社は、株主利益の観点から、経営管理体制として業務執行を監督する機能の分別化と強力化を図るた

め、取締役会と監査役会が、経営者たる代表取締役並びに取締役を監視・監督するシステムを採用してお

り、株主総会が取締役並びに監査役を選任し、選任された取締役によって構成される取締役会は代表取締役

を選任し、各取締役の職務の執行状況について互いに監督すると共に、監査役会は取締役および代表取締役

の職務の執行を監査するダブルチェックの体制を採用しております。 

  また、取締役５名で構成する取締役会を毎月1回開催し、重要事項の付議および業績の報告等を行ってお

ります。取締役会における経営上の意思決定に基づき、各取締役を本部長とする首都圏営業本部、関西圏営

業本部、業務本部および管理統括本部の４本部体制による事業運営の迅速化、効率化および事業等のリスク

への対応に取り組んでおり、取締役会のほか各部門の現状把握や懸念事項およびその対策等の情報が速やか

に経営判断に活かされるよう、原則として毎月１回、取締役および関係部門責任者で構成する経営会議を開

催しております。 

④ 内部監査および監査役監査、会計監査の状況 

 当社は、独立した組織として社長直属の監査室を設置しており、監査室の人員は監査室長１名となってお

りますが、監査役や監査法人との連携のもとに、組織の最小単位である直営店およびこれらを管理統括する

本部機能に対し計画的な監査を実施することにより、内部管理体制の継続的な改善に努めております。 

 監査役監査としましては、常勤監査役１名と社外監査役２名の計３名体制としており、社外監査役には公

認会計士や弁護士など専門性の高い要員を配し、前述の取締役会への出席のほか、重要な決裁文書の閲覧、

直営店への臨店および監査室並びに関係者からのヒアリング等を通じて、取締役の業務の執行状況、財産管

理状況等についての期中監査を行い、これらの情報を踏まえて期末の監査を実施しております。 

 また、商法および証券取引法に基づく監査としましては、監査法人トーマツと監査契約を締結し会計監査

を受けております。 

 なお、業務を執行した公認会計士の氏名等および業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組みの模式図は

次のとおりです。 



 図表）業務を執行した公認会計士の氏名等 

    （注）当中間会計期間の業務を執行した公認会計士は、鎌倉 寛保および山田 美樹であります。 

（参考）監査業務に係る補助者の構成  公認会計士３名  会計士補３名 

 

図表）業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組みの模式図 

⑤ 役員報酬および監査報酬の内容 

 当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬ならびに監査法人に対する監査報酬は次の

とおりです。 

⑥ 弁護士・監査法人等その他第三者の状況 

 顧問契約を締結している法律事務所より必要に応じ法律全般についての助言と指導を受け、法令遵守に努め

ているほか、監査法人トーマツから商法および証券取引法に基づく会計監査を受けており、その過程で経営上

の課題等についてもアドバイスを受けております。 

氏  名 所属監査法人 

 中 山  紀 昭 監査法人トーマツ 

 山 田 美 樹 監査法人トーマツ 

役員報酬の区分 
取 締 役 監 査 役 

 支給人員 支給額  支給人員 支給額 

定款または株主総会決議に基づく報酬 ５名  89,545千円 ４名 12,515千円 

利益処分による役員賞与金 １名 4,300千円 ０名 － 

監査報酬の区分 報酬額 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 13,000千円 

上記以外の業務に基づく報酬 1,000千円 



(3）会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要 

 社外からの選任された監査役１名と当社との間における人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関

係は一切ありません。 

 なお、平成17年７月27日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって社外から選任された監査役１名は辞任

し、新たに社外監査役２名が選任され、同日をもって社外監査役が２名となりましたが、当該監査役と当社と

の間においても人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は一切ありません。 

(4）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

 当社では、平成17年11月29日に個人情報保護に関する取り組みとして、「プライバシーマーク」取得の認 

定を受け、全ての役員および従業員に対し、お客様の大切な個人情報を取り扱う事業者としての心構え等につ

いて、継続的な教育を行うと共に周知、徹底を図っております。 

 また、内部統制システムの適切な構築と整備・運用が重要な経営課題であるとの認識から、平成18年１月20

日の経営会議において、内部統制システムの構築と整備に向けた「内部統制委員会」を設置し、平成18年５月

19日に開催された取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を決定いたしました。 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づき作成しております。 

 ただし、第17期事業年度（平成16年５月１日から平成17年４月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第17期事業年度（平成16年５月１日から平成17年４月30日ま

で）及び第18期事業年度（平成17年５月１日から平成18年４月30日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツに

より監査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成17年４月30日） 
当事業年度 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金     539,347     359,915   

２．売掛金     1,287,482     1,343,375   

３．販売用電話加入権     24,030     －   

４．商品     782,811     746,888   

５．貯蔵品     4,601     3,247   

６．前払費用     45,581     47,800   

７．繰延税金資産     59,761     69,462   

８．未収入金     16     1,650   

９．その他     7,200     2,046   

貸倒引当金     △2,580     △2,170   

流動資産合計     2,748,253 69.2   2,572,217 65.6 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

(1）建物   296,044     322,308     

減価償却累計額   76,563 219,481   74,210 248,097   

(2）器具備品   206,617     257,553     

減価償却累計額   49,135 157,481   108,033 149,520   

 有形固定資産合計     376,963 9.5   397,617 10.1 

２．無形固定資産               

(1）営業権     －     600   

(2）商標権     630     1,073   

(3）ソフトウェア     14,091     46,629   

(4）レンタル用電話加入
権 

    2,223     138   

(5）電話加入権     19,200     19,202   

無形固定資産合計     36,145 0.9   67,643 1.7 

３．投資その他の資産               

(1）出資金     296     392   

(2）長期前払費用     26,006     29,544   

(3）繰延税金資産     43,903     38,591   

(4）差入保証金     768,958     845,244   

（5）保険積立金        239     239   

 (6）その他     －     1,470   

貸倒引当金     △39,570     △35,040   

投資その他の資産合計     799,833 20.2   880,442 22.5 

固定資産合計     1,212,942 30.6   1,345,704 34.3 

Ⅲ 繰延資産               

１．新株発行費     7,764     3,882   

２．社債発行費     －     1,686   

繰延資産合計     7,764 0.2   5,568 0.1 

資産合計     3,968,960 100.0   3,923,490 100.0 

    

 



    
前事業年度 

（平成17年４月30日） 
当事業年度 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金     873,844     1,044,574   

２．短期借入金     350,000     540,000   

３．１年以内返済予定の長
期借入金 

    173,064     89,102   

４．未払金     128,274     55,128   

５．未払費用     59,785     54,273   

６．未払法人税等     80,650     7,303   

７．未払消費税等     23,376     22,840   

８．前受金     128     104   

９．預り金     56,230     52,234   

10．賞与引当金     50,430     39,354   

11．短期解約返戻引当金      37,065     35,488   

12．ポイント引当金     1,378     891   

流動負債合計     1,834,227 46.2   1,941,294 49.5 

Ⅱ 固定負債               

１．社債     400,000     500,000   

２．長期借入金     55,778     47,237   

３．長期未払金     59,874     59,874   

４．退職給付引当金     9,436     139   

５．預り保証金     12,840     12,800   

固定負債合計     537,928 13.6   620,050 15.8 

負債合計     2,372,156 59.8   2,561,345 65.3 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資  本  金 ※１   594,500 15.0   594,500 15.2 

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金   264,700     264,700     

資本剰余金合計     264,700 6.6   264,700 6.7 

Ⅲ 利益剰余金               

１．利益準備金   31,627     31,627     

２．任意積立金               

別途積立金   520,000     590,000     

３．当期未処分利益又 は当
期未処理損失（△） 

  185,976     △118,682     

利益剰余金合計     737,603 18.6   502,944 12.8 

資本合計     1,596,803 40.2   1,362,144 34.7 

負債資本合計     3,968,960 100.0   3,923,490 100.0 

    



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高               

１．商品売上高   3,339,688     2,968,945     

２．受取手数料   9,479,087 12,818,776 100.0 10,599,375 13,568,320 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１．期首販売用電話加入権
及び商品たな卸高 

  732,557     806,841     

２．当期販売用電話加入権
及び商品仕入高 

  10,014,409     11,146,487     

合計  10,746,966 11,953,329   

３．他勘定振替高 ※１ 1,727     507     

４．期末販売用電話加入権
及び商品たな卸高 

  806,841     746,888     

差引売上原価  9,938,397 11,205,934   

５．その他売上原価   60,203 9,998,600 78.0 8,758 11,214,692 82.7 

売上総利益  2,820,175 22.0 2,353,628 17.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売手数料  266,668 165,204   

２．電話加入権販売名義変
更手数料 

 64,653 47,768   

３．役員報酬  95,608 102,060   

４．給与手当  726,794 756,911   

５．賞与引当金繰入額  50,430 39,354   

６．退職給付費用  8,670 4,844   

７．役員退職慰労引当金繰
入額 

 1,206 －   

８．法定福利費  91,144 98,718   

９．雑  給  98,710 91,590   

10．広告宣伝費  28,201 20,605   

11．地代家賃  410,432 457,139   

12．リース料  76,640 50,877   

13．旅費交通費  54,973 51,092   

14．通信費  95,498 85,211   

15．販売促進費  28,763 24,649   

16．ポイント引当金繰入額  1,378 －   

17．減価償却費  72,298 125,914   

18．その他  295,320 2,467,392 19.2 333,534 2,455,476 18.1

営 業 利 益 又 は 
営 業 損 失 （△） 

 352,782 2.8 △101,848 △0.8

 



   
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  99 64   

２．営業支援金収入  7,032 10,278   

３．その他  1,611 8,744 0.0 2,461 12,804 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  9,547 10,495   

２．社債利息  2,870 2,985   

３．社債発行費償却  4,366 843   

４．新株発行費償却  3,882 3,882   

５．支払保証料  5,974 5,709   

６．その他  1,906 28,547 0.2 1,452 25,370 0.1

経 常 利 益 又 は 
経 常 損 失 （△） 

 332,979 2.6 △114,414 △0.8

Ⅵ 特別利益    

  １．貸倒引当金戻入益  14,106 14,106 0.1 4,937 4,937 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※２ 47 1,730   

２．固定資産除却損 ※３ 20,357 16,559   

３．事業撤退損失  1,818 －   

４．賃貸契約解約損   12,004 2,838   

５．過年度短期解約返戻引
当金繰入額 

 38,141 －   

６．減損損失 ※４ － 72,369 0.6 30,538 51,667 0.4

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△） 

 274,715 2.1 △161,144 △1.2

法人税、住民税及び事業
税 

 133,939 5,403   

法人税等調整額  △20,610 113,329 0.8 △4,389 1,014 0.0

当 期 純 利 益 又 は 
当 期 純 損 失 （△）  

 161,386 1.3 △162,158 △1.2

前期繰越利益  24,589 43,476 

当期未処分利益  又は 
当期未処理損失 （△） 

 185,976 △118,682 

     



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益 
又は税引前当期純損失
（△） 

 274,715 △161,144 

減価償却費  72,316 125,914 

減損損失   － 30,538 

賞与引当金の増加 
（△減少）額 

 1,350 △11,076 

短期解約返戻引当金の
増加（△減少）額  

 37,065 △1,576 

ポイント引当金の増加
（△減少）額  

 1,378 △486 

退職給付引当金の減少
額 

 △5,250 △9,296 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 1,206 － 

貸倒引当金の減少額  △14,220 △4,940 

受取利息及び受取配当
金 

 △99 △64 

支払利息  9,547 － 

支払利息及び社債利息  － 13,481 

固定資産除却損  20,357 16,559 

固定資産売却損  47 1,730 

事業撤退損失  1,818 － 

賃貸契約解約損  12,004 2,838 

売上債権の増加額  △100,461 △55,893 

たな卸資産の減少 
（△増加）額 

 △77,728 61,307 

仕入債務の増加額  54,595 170,729 

役員賞与の支払額  △6,820 △4,300 

その他  57,973 △43,425 

小計  339,796 130,897 

利息及び配当金の受取
額 

 95 83 

利息の支払額  △9,593 △14,286 

法人税等の支払額  △138,537 △72,910 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 191,761 43,783 

 



  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入による
支出 

 △321,543 △191,661 

定期預金の払戻による
収入 

 270,521 321,543 

固定資産の取得による
支出 

 △187,179 △256,125 

固定資産の売却による
収入 

 21 354 

差入保証金の差入によ
る支出 

 △111,366 △122,341 

差入保証金の返還によ
る収入 

 44,889 46,055 

その他  △18,342 △17,927 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △322,997 △220,101 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額  10,000 190,000 

長期借入れによる収入  － 100,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △117,716 △192,503 

社債の発行による収入  － 97,470 

株式の発行による収入   409,200 － 

配当金の支払額  △54,000 △68,200 

その他  △11,646 － 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 235,837 126,767 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 

 104,600 △49,550 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 113,203 217,804 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※  217,804 168,253 

     



④【利益処分計算書】 

   
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年７月 27日） 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成18年７月 27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

 Ⅰ 当期未処分利益又は 
 当期未処理損失（△） 

 185,976   △118,682

Ⅱ  任意積立金取崩額    

 別途積立金取崩額  －   200,000

 合  計  185,976   81,317

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  68,200 68,200 

２．役員賞与金  4,300 －

（うち監査役賞与金）  ( － ) （ － ） 

３．任意積立金    

別途積立金  70,000 142,500 － 68,200

Ⅳ 次期繰越利益  43,476   13,117

     



重要な会計方針 

項    目 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

① 販売用電話加入権 

 総平均法による原価法を採用して

おります。 

① 商品 

 先入先出法による原価法を採用して

おります。 

 なお、販売用電話加入権については

総平均法による原価法を採用しており

ます。 

  

  ② 商品 

 先入先出法による原価法を採用し

ております。 

② 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

  

  ③ 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

  

  

  

２．固定資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年4月1日

以降取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物      14年～15年 

器具備品    ３年～10年 

  

① 有形固定資産 

同    左 

  ② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。また、商標権について

は、定額法（10年）を採用しており

ます。 

  

② 無形固定資産 

同    左 

３．繰延資産の処理方法 ① 新株発行費 

 ３年間で毎期均等額を償却してお

ります。 

  

① 新株発行費 

同    左 

  ② 社債発行費 

 ３年間で毎期均等額を償却してお

ります。 

  

② 社債発行費 

同    左 

 



項    目 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

４．引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

  

① 貸倒引当金 

同    左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与金の支給に備えて、

賞与支給見込額の当期負担額を計上

しております。 

  

② 賞与引当金 

同    左 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

 なお、退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるため簡便法によ

っております。 

  

③ 退職給付引当金 

同    左 

  ④ 役員退職慰労引当金 

────── 

（追加情報） 

 従来、役員の退職慰労金の支給に

備えて、内規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、平成16年7

月29日の定時株主総会終結時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止し、

廃止時の要支給額を取締役ならびに

監査役の退任時に支給することとい

たしました。 

 なお、当該支給予定額59,874千円

は、固定負債の「長期未払金」に全

額を計上しております。 

  

④ 役員退職慰労引当金 

────── 

  

  ⑤ ポイント引当金 

 当事業年度の下期より、販売促進

を目的とするポイント制度を導入し

たことに伴い、顧客に付与したポイ

ントの利用による費用発生に備える

ため、当事業年度末において、将来

利用されると見込まれる額を計上し

ております。 

  

⑤ ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイント制

度を採用しており、顧客に付与した

ポイントの利用による費用発生に備

えるため、当事業年度末において、

将来利用されると見込まれる額を計

上しております。 

 



項    目 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

  
⑥ 短期解約返戻引当金 

 携帯電話契約者の短期解約に伴い

当社の仕入先（移動体通信事業者ま

たは一次代理店）に対して返金する

手数料の支払いに備えるため、短期

解約実績率に基づく見込額を引当計

上しております。 

（会計方針の変更） 

 従来は、短期解約に係る手数料の

返戻金を解約時の売上高から控除す

る方法により処理しておりました

が、当事業年度より短期解約に係る

手数料の返戻金見込額を見積り、売

上高より控除するとともに短期解約

返戻引当金として計上する方法に変

更いたしました。 

 この変更は、契約件数および解約

件数の増加により短期解約に係る手

数料の返戻金額の重要性が増してい

ることと、短期解約データの整備に

伴い将来の短期解約による返戻金額

を合理的に見積ることが可能になっ

たことから、短期解約返戻金見込額

を引当計上することにより、期間損

益の適正化を図るためのものであり

ます。 

 この変更により、従来と同一の方

法を採用した場合に比べ、売上高は

1,076千円増加し、売上総利益、営業

利益はそれぞれ同額増加し、税引前

当期純利益は37,065千円減少してお

ります。 

  

⑥ 短期解約返戻引当金 

 携帯電話契約者の短期解約に伴い

当社の仕入先（移動体通信事業者ま

たは一次代理店）に対して返金する

手数料の支払いに備えるため、短期

解約実績率に基づく見込額を引当計

上しております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

  

同    左 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金および容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

  

同    左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  

消費税等の会計処理 

同    左 



会計方針の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

  至 平成17年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日） 

────────── 

（固定資産の減損に係る会計基準）    

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

  これにより、税引前当期純損失は23,976千円増加して

おります。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

  至 平成17年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日） 

 ─────────── 

（貸借対照表）  

 「販売用電話加入権」は前事業年度まで区分掲記して

おりましたが、当事業年度において金額的重要性が乏し

くなったため「商品」に含めております。 

  なお、当事業年度末の「商品」に含まれている「販売

用電話加入権」は、11,924千円であります。 

  

  ─────────── 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」を

当事業年度より明瞭に表示するため、前事業年度までは

「その他」に含めていた社債利息を支払利息と合わせ

て、「支払利息及び社債利息」として表示することに変

更いたしました。これに伴い「利息の支払額」に社債利

息の支払額を含めて表示することに変更いたしました。

 なお、前事業年度の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含まれている社債利息は、2,870千

円、社債利息の支払額は△2,870千円であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年４月30日） 

当事業年度 
（平成18年４月30日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 ※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 108,000株

発行済株式総数 普通株式 31,000株

授権株式数 普通株式        124,000株

発行済株式総数 普通株式       31,000株

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミ

ットメント契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行と当座貸越契約、取引銀行１行とコミ

ットメント契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

  

当座貸越極度額および貸出コ

ミットメントの総額 
1,150,000千円

借入実行残高 350,000千円

差引額 800,000千円

  

当座貸越極度額および貸出コ

ミットメントの総額 
   1,250,000千円

借入実行残高      540,000千円

差引額 710,000千円

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 1,727千円
販売費及び一般管理費 

（広告宣伝費等） 507千円

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル用電話加入権 47千円 レンタル用電話加入権 1,730千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  

建物 11,456千円

器具備品 403千円

長期前払費用 3,417千円

店舗設備等の除却に要した費用 5,080千円
  

建物 5,222千円

器具備品 598千円

店舗設備等の除却に要した費用 10,738千円

 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 ※４           ────────── ※４ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について、減損損失を計上しました。 

 

  当社は、店舗ごとに資産をグルーピングしておりま

す。総合通信ショップ５店舗につきましては、競争の

激化による店舗環境の著しい悪化により営業活動から

生じるキャッシュ・フローのマイナスが継続してお

り、今後長期間にわたり店舗環境の回復が見込めない

ため、また、専売ショップ５店舗につきましては、Ｋ

ＤＤＩ株式会社による株式会社ツーカーホン関西およ

び株式会社ツーカーセルラー東京の吸収合併を理由と

する専売ショップの閉鎖方針を受けて、これら当該店

舗に係る資産の回収可能価額について使用価値をゼロ

とし、帳簿価額全額30,538千円を減損損失に計上して

おります。 

  

場 所  用 途 種 類 

首都圏  ３店舗 

  

関西圏  ７店舗 

総合通信ショップ 

および 

専  売  ショップ 

建物 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係 

（平成17年４月30日現在） （平成18年４月30日現在） 

現金及び預金勘定  539,347千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
 △321,543千円

現金及び現金同等物  217,804千円

現金及び預金勘定  359,915千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
 △191,661千円

現金及び現金同等物      168,253千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日）および当事業年度（自平成17年５月１日 至平成18年

４月30日） 

 当社は有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

器具備品 69,926 52,217 17,708

ソフトウェア 110,896 86,152 24,743

合計 180,822 138,370 42,452

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

器具備品 40,621 33,705 6,916

ソフトウェア 72,140 68,020 4,119

合計 112,761 101,725 11,036

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 32,904千円

１年超 11,554千円

合計 44,459千円

１年内      8,486千円

１年超  3,068千円

合計       11,554千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 51,997千円

減価償却費相当額 48,572千円

支払利息相当額 1,947千円

支払リース料       33,665千円

減価償却費相当額       31,415千円

支払利息相当額      761千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 



（デリバティブ取引関係） 

  

前事業年度（自 平成16年５月１日  至 平成17年４月30日）および当事業年度（自 平成17年５月１日  至 平成

18年４月30日） 

    当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 当社は簡便法により退職給付債務を計算しているため、勤務費用および利息費用は勤務費用に含めて処理して

おります。 

  
前事業年度 

（平成17年４月30日） 
当事業年度 

（平成18年４月30日） 

(1） 退職給付債務 △39,533千円        △40,443千円  

(2） 年金資産 30,097千円        40,303千円  

(3） 未積立退職給付債務(1)+(2) △9,436千円  △139千円  

(4） 会計基準変更時差異の未処理額 －  －  

(5） 未認識数理計算上の差異 －  －  

(6） 未認識過去勤務債務（債務の減） －  －  

(7） 貸借対照表計上額純額 

(3)+(4)+(5)+(6) 
△9,436千円  △139千円  

(8） 前払年金費用 －  －  

(9） 退職給付引当金(7)-(8) △9,436千円  △139千円  

  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

退職給付費用  8,670千円   4,844千円  

(1）勤務費用  8,670千円   4,844千円  

(2）利息費用  －   －  

(3）期待運用収益（減算）  －   －  

(4）会計基準変更時差異の費用処理額  －   －  

(5）数理計算上の差異の費用処理額  －   －  



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日）および当事業年度（自平成17年５月１日 至平成18年

４月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 
  

未払事業税 8,220千円

賞与引当金 20,474千円

たな卸資産評価損 8,660千円

未払事業所税 460千円

未払労働保険料 3,651千円

短期解約返戻引当金 15,048千円

ポイント引当金 559千円

未払固定資産税 446千円

未払賃貸契約解約損 2,133千円

貸倒引当金 106千円

 計 59,761千円

繰延税金資産（流動） 
  

未払事業税 1,817千円

賞与引当金 15,977千円

たな卸資産 17,102千円

未払費用 3,652千円

短期解約返戻引当金 14,408千円

ポイント引当金 361千円

賃貸契約解約損 1,122千円

固定資産 4,180千円

減損損失 10,356千円

繰越欠損金 60,873千円

その他 482千円

小計 130,335千円

 評価性引当額 △60,873千円

 計 69,462千円

繰延税金資産（固定） 

  

貸倒引当金 16,065千円

退職給付引当金 3,529千円

長期未払金 24,308千円

       計 43,903千円

   

繰延税金資産合計 103,665千円

繰延税金資産（固定） 

 

貸倒引当金 14,226千円

退職給付引当金 56千円

長期未払金 24,308千円

 計 38,591千円

   

繰延税金資産合計 108,054千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調 整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

住民税均等割額 1.9％

留保金課税額 0.8％

ＩＴ投資促進税制法人税額特別控除 △2.0％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.3％

法定実効税率 40.6％

（調 整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割額 △3.3％

評価性引当額 △37.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.6％



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成16年５月１日 至 平成17年４月30日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

上記各社との取引（販売手数料および移動体通信端末の仕入等）については、市場の実勢を参考にして折衝

の上適正な価格等を決定しております。 

３．三井物産テレパーク株式会社は、平成16年10月１日付で株式会社テレパークに社名変更しております。 

４．三井物産株式会社は、平成16年10月29日に当社代表取締役社長高山守男への株式譲渡が行われたことにより

同社による議決権等の被所有割合が14.94％となり、その他の関係会社から法人主要株主となりました。ま

た、当社株式が平成17年４月６日付でジャスダック証券取引所に上場した後に、同社は市場で当社株式の売

却を進め、平成17年４月８日には同社による議決権の被所有割合は9.05％に低下したことにより法人主要株

主に該当しなくなり、さらに平成17年４月30日現在においては同社による議決権の被所有割合はなくなりま

した。 

５．三井物産株式会社および株式会社テレパークは、三井物産株式会社が当社株式を譲渡したことにより、平成

17年４月８日付をもって関連当事者に該当しなくなったため、取引金額はそれぞれ関連当事者であった期間

について、期末残高はそれぞれ関連当事者でなくなった日の前日の残高を記載しております。 

なお、議決権等の被所有割合については当事業年度末時点のものを記載しております。 

(2）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．信用保証機関の保証を受けるための債務被保証は、借入金に対する信用保証機関の保証を受けるため、債務

保証を受けているものであります。 

２．当社のリース契約について債務保証を受けているものであります。 

３．当該各債務被保証に対しての保証料は支払っておりません。 

４．当該取引は、主要株主（個人）との取引にも該当しております。 

５．信用保証機関の保証を受けるための債務被保証については、平成16年８月31日をもって終了しております。

６．リース契約に対する債務被保証は、平成16年10月５日をもって終了しております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上の
関係 

その他の

関係会社 

三井物産

株式会社 

東京都 

千代田

区 

192,492 総合商社 － － 

通信機器

レンタル 

サイバーポ

ートレンタ

ルおよび通

話料再販 

602 － － 

事務機器

の保守 

複写機保守

料等の支払 
2,417 未払金 81 

その他の

関係会社

の子会社 

株式会社

テレパー

ク 

東京都 

文京区 
1,500 

携帯電話、

ＰＨＳ、新

電電サービ

ス、ネット

ワーク商品

等の情報通

信関連商品

の販売業務 

－ － 

電気通信

サービス

の申込取

次業務 

移動体端末

等の販売手

数料の収受

等 

234,513 売掛金 51,188 

移動体端末

の仕入等 
241,694 買掛金 52,183 

ロムライタ

の賃借料 
60 － － 

陳列用見本

品の購入 
3,464 － － 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上の
関係 

役員 高山守男 － － 
当社代表取

締役社長 

(被所有) 

直接27.9 
－ 

－ 

信用保証機

関の保証を

受けるため

の債務被保

証 

－ － － 

－ 

リース契約

に対する債

務被保証 

－ － － 



当事業年度（自平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(2）役員及び個人主要株主等 

  該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

１株当たり純資産額 51,371.08円 

１株当たり当期純利益金額 5,757.27円 

１株当たり純資産額 43,940.15円 

１株当たり当期純損失金額     5,230.94円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 当社は、平成16年10月20日付で普通株式１株に対して３

株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

 また、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 40,008.03円 

１株当たり当期純利益金額 5,767.29円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

  

  

       

    

  
前事業年度 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日）

当事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 161,386 △162,158 

普通株主に帰属しない金額（千円） 4,300 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （4,300） ( － )  

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 157,086 △162,158 

期中平均株式数（株） 27,284 31,000 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

    ２．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 296,044 97,022 70,758 322,308 74,210 32,685 248,097 

      (64,732)         

器具備品 206,617 56,868 5,932 257,553 108,033 64,190 149,520 

      (812)         

有形固定資産計 502,661 153,890 76,690 579,862 182,244 96,876 397,617 

      (65,544)         

無形固定資産               

営業権 － 750 － 750 150 150 600 

商標権 870 680 385 1,165 91 105 1,073 

ソフトウェア 23,976 43,995 － 67,972 21,342 11,457 46,629 

レンタル用電話加入権 2,223 － 2,084 138 － － 138 

電話加入権 19,200 2 － 19,202 － － 19,202 

無形固定資産計 46,270 45,428 2,470 89,228 21,584 11,712 67,643 

長期前払費用 76,268 21,086 1,138 96,216 66,671 17,325 29,544 

繰延資産               

新株発行費 11,646 － － 11,646 7,764 3,882 3,882 

社債発行費 － 2,529 － 2,529 843 843 1,686 

繰延資産計 11,646 2,529 － 14,175 8,607 4,725 5,568 

建物 増加額（千円） イー・ブーム武蔵小山店 （新規出店） 25,433 

    イー・ブーム川崎店 （新規出店） 21,246 

    イー・ブーム渋谷店 （新規出店） 11,183 

    イー・ブーム柏店 （新規出店） 11,026 

    ボーダフォン日野店 （新規出店） 10,106 

    イー・ブーム横須賀中央店 （新規出店） 6,795 

  減少額（千円） イー・ブーム元住吉店 （ 減  損 ） 13,402 

    えびす橋店およびツーカーステー

ションえびす橋店 

（ 減  損 ） 16,456 

    ツーカーステーション伊丹西野店 （ 減  損 ） 4,384 

器具備品 増加額（千円） 新販売時点管理システム導入 （ 取 得 ） 12,500 

    イー・ブーム渋谷店 （ 取 得 ） 10,785 

    コールセンターシステム導入 （ 取 得 ） 9,510 

    イー・ブーム武蔵小山店 （ 取 得 ） 7,939 

 ソフトウェア  増加額（千円） 新販売時点管理システム導入 （ 取 得 ） 30,102 

    コールセンターシステム導入 （ 取 得 ） 10,289 

長期前払費用 増加額（千円） イー・ブーム川崎店 （ 取 得 ） 3,550 

    イー・ブーム武蔵小山店 （ 取 得 ） 3,333 

    イー・ブーム渋谷店 （ 取 得 ） 3,060 

    イー・ブーム柏店 （ 取 得 ） 1,850 



【社債明細表】 

 （注） 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりでありま

す。 

銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

第２回無担保社債 平成14年８月14日 300,000 300,000 0.77％ － 平成19年８月14日 

第３回無担保社債 平成15年３月31日 100,000 100,000 0.56％ － 平成20年３月31日 

第４回無担保社債 平成18年３月15日 － 100,000 0.90％ － 平成21年３月13日 

合計 － 400,000 500,000 － － － 

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

－千円 400,000千円 100,000千円 －千円 －千円 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 350,000 540,000 1.26 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 173,064 89,102 1.43 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 55,778 47,237 1.27 平成19年～20年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 578,842 676,339 － － 

  
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

長期借入金 47,237 － － － 



【資本金等明細表】 

（注）任意積立金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

 （注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収可能となった差入保証金に係る取崩額6,000千円及び一般

債権の貸倒実績率による洗替額2,577千円であります。 

 ２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、ポイントの失効によるものであります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 594,500 － － 594,500 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） ( 31,000) （ －） －  ( 31,000) 

普通株式 （千円） 594,500 － － 594,500 

計 （株） ( 31,000) （ －）  （ －） ( 31,000) 

計 （千円） 594,500 － － 594,500 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 （千円） 264,700 － － 264,700 

計 （千円） 264,700 － － 264,700 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 31,627 － － 31,627 

（任意積立金）           

別途積立金 （千円） 520,000 70,000 － 590,000 

計 （千円） 551,627 70,000 － 621,627 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 42,150 3,640 2 8,577 37,210 

賞与引当金 50,430 39,354 50,430 － 39,354 

短期解約返戻引当金 37,065 35,488 37,065 － 35,488 

ポイント引当金 1,378 249 194 541 891 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（千円） 

現金 4,795 

預金   

当座預金 30,313 

普通預金 110,212 

定期預金 211,669 

郵便貯金 1,413 

別段預金 1,510 

小計 355,119 

合計 359,915 

相手先 金額（千円） 

株式会社ダイヤモンドテレコム 537,089 

アイ・ティー・テレコム株式会社 221,223 

ボーダフォン株式会社 202,545 

株式会社ウィルコム 137,826 

ヤフー株式会社 83,435 

その他 161,254 

合計 1,343,375 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

1,287,482 14,246,736 14,190,843 1,343,375 91.4 33.7 



③ 商品 

 （注） 「販売用電話加入権」は前事業年度まで区分掲記しておりましたが、当事業年度において金額的重要性が乏し

          くなったため「商品」に含めております。 

   ④ 貯蔵品 

⑤ 差入保証金 

品目 金額（千円） 

販売用携帯電話・ＰＨＳ機器 654,744 

販売用ＤＶＤソフト 62,562 

販売用電話加入権 11,924 

販売用ゲーム関連 5,459 

販売用部品 4,860 

販売用ＰＣ機器 2,588 

販売用ＡＶ関連 1,764 

販売用非課税商品 1,428 

販売用リユース関連 1,036 

販売用雑貨 339 

販売用その他商品 180 

合計 746,888 

品目 金額（千円） 

ギフトカード類 2,561 

会社案内 460 

ＤＰＥ関連用品 129 

郵便切手・収入印紙 75 

店舗用ユニホーム 21 

合計 3,247 

品目 金額（千円） 

株式会社戎橋ワカイケ 87,000 

合資会社丸八薬局 72,000 

株式会社丸三商店 46,500 

佐藤ふじ子・佐藤則子 45,000 

三井不動産株式会社 34,900 

その他 559,843 

合計 845,244 



⑥ 買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

株式会社ダイヤモンドテレコム 511,238 

アイ・ティー・テレコム株式会社 174,381 

ボーダフォン株式会社 156,298 

株式会社ウィルコム 144,026 

日本総合通信株式会社 9,512 

その他 49,116 

合計 1,044,574 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注） 平成18年７月27日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に

掲載する方法とする。」旨を定款に定めております。なお電子公告は当社のホームページ（アドレス（ＵＲＬ）

http://www.n-tel.co.jp）において行っております。 

※  当社は、端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 

決算期 ４月30日 

定時株主総会 毎年7月 

基準日 ４月30日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 10月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２－21  中央三井信託銀行株式会社  大阪支店

証券代行部 

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33－１ 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 

  

中央三井信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

日本証券代行株式会社   本店および全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２－21 中央三井信託銀行株式会社 大阪支店

証券代行部 

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33－１ 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 

  

中央三井信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

日本証券代行株式会社   本店および全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞（注） 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第５号）第三号様式 記載上の注意(49)ｅに規

定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類  

事業年度（第17期）（自 平成16年５月 1日 至 平成17年４月30日）平成17年７月28日近畿財務局長に提出。 

(2）半期報告書の提出 

（第18期中）（自 平成17年５月１日 至 平成17年10月30日）平成18年１月27日近畿財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の監査報告書   

        

      平成17年７月27日 

日本テレホン株式会社       

  取 締 役 会 御 中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鎌倉 寛保  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 美樹  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本テ

レホン株式会社の平成16年５月１日から平成17年４月30日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本テレ

ホン株式会社の平成17年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な会計方針 ４．引当金の計上基準 ⑥ に記載されているとおり、会社は短期解約に係る手数料の返戻金につい

て、従来は解約時に売上高から控除する方法を採用していたが、当事業年度より短期解約に係る手数料の返戻金額見込額

を短期解約返戻引当金として計上する方法に変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書   

        

      平成18年７月27日 

日本テレホン株式会社       

  取 締 役 会 御 中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 中山 紀昭  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 美樹  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本テ

レホン株式会社の平成17年５月１日から平成18年４月30日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本テレ

ホン株式会社の平成18年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

  会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったた

め、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 
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